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［Ⅰ 条例、規則、要綱等］ 
 

Ⅰ－１ 美浜町防災会議条例 

 

昭和 37 年 12 月 26 日 

条例第 33号 

(目的) 

第 1 条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号)第 16 条第 6 項の規定に基

づき、美浜町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目

的とする。 

(所掌事務) 

第 2 条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 

(1) 美浜町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。 

(4) 水防法(昭和 24 年法律第 193 号)第 25 条の水防計画を調査審議すること。 

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事

務。 

(会長及び委員) 

第 3 条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。 

2 会長は、町長をもって充てる。 

3 会長は、会務を総理する。 

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。 

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。 

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 

(2) 和歌山県の知事の部内の職員のうちから町長が任命する者 

(3) 和歌山県警察の警察官のうちから町長が任命する者 

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 

(5) 教育長 

(6) 消防長及び消防団長 

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 

6 前項の委員の定数は、20 名以内とする。 

7 第 5 項各号の委員の任期は、2 年とする。ただし、補欠の委員の任期はその前任者の残

任期間とする。 

8 前項の委員は、再任されることができる。 
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(専門委員) 

第 4 条 防災会議に専門の事項を調査させるために専門委員を置くことができる。 

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、都道府県の職員、町の職員、関係公共機関の職

員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。 

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

(議事等) 

第 5 条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な

事項は、会長が防災会議に諮って定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成 12年 3月 28 日条例第 3号)抄 

(施行期日) 

1 この条例は、平成 12年 4月 1 日から施行する。 

附 則(平成 24年 9月 18 日条例第 12 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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Ⅰ－２ 美浜町防災会議運営規則 

 

昭和 37 年 12 月 26 日 

規則第 1号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は美浜町防災会議条例(昭和 37 年条例第 33 号)第 5 条の規定に基づき、

美浜町防災会議(以下「会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

(会議) 

第 2 条 会議は、会長が招集してその議長となる。 

2 議事は、出席者の過半数で決し、可否同数の時は議長の決するところによる。 

第 3条 前条の規定にかかわらず、次の場合は、会長は適宜の方法により関係のある委員と

協議して決定することができる。 

(1) 緊急を要する事態が発生し、会議を開くいとまがないとき。 

(2) 決定を要する事項が一部特定の機関にのみ関係のある事項で早急に措置を要する

とき。 

(3) 軽易な事項で早急に措置を要するとき。 

2 会長は、前項により決定したときは、次の会議にその旨を報告するものとする。 

(部会) 

第 4 条 部会は、会長が招集しその議長となる。 

2 部会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによ

る。 

(その他) 

第 5 条 その他必要な事項はその都度会議に諮って決定する。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 
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Ⅰ－３ 美浜町災害対策本部条例 

 

昭和 37 年 12 月 26 日 

条例第 34号 

(目的) 

第 1 条 この条例は、災害対策基本法(昭和 36 年法律第 223 号) 第 23 条の 2第 8項の規定

に基づき、美浜町災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

(組織) 

第 2 条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 

2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故あるときは、その

職務を代理する。 

3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

(部) 

第 3 条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。 

2 部に属する災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

4 部長は、部の事務を掌理する。 

(現地災害対策本部) 

第 4 条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を

置き、災害対策副本部長、災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名

する者をもって充てる。 

2 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

(雑則) 

第 5 条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が

定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 8年 3月 26 日条例第 2号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 24年 9月 18 日条例第 13 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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Ⅰ－４ 美浜町災害対策本部規則 

 

昭和 37 年 12 月 26 日 

規則第 2号 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、美浜町災害対策本部条例(昭和 37 年条例第 34 号)第 5 条の規定に基

づき、美浜町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営について定めるものと

する。 

(災害対策本部) 

第 2 条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、町長とする。 

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもって充てる。 

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、教育長、各課室の長及び本部長が必要と

認める者をもって充てる。 

4 本部長は、本部を統轄する。 

5 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは本部長の職務を代理する。 

(本部会議) 

第 3 条 災害に関する応急対策の総合的な基本方針を決定するため、本部に本部会議を置

き、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。 

(本部の組織) 

第 4 条 本部に次の部を置く。 

本部調整部 

 総務部 

 住民対策部 

 上下水道部 

 産業建設部 

 消防水防部 

2 前項の部に部長を置く。 

3 各部長には、別表のそれぞれの担当職欄に掲げる職にある者をもって充てる。 

(本部調整部) 

第 5 条 本部調整部長は本部長の命を受けて部の事務を掌理する。 

2 本部調整部長に事故があるときは、当該部長があらかじめ選任した者がその職務を代

理する。 

3 本部調整部の編成及び事務分掌は別表のとおりとし、班に班長を置き、別表の班長欄に

掲げるものをもって充てる。 

(総務部) 

第 6 条 総務部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。 
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2 総務部長に事故があるときは、税務課長がその職務を代理する 。 

3 総務部の編成及び事務分掌は別表のとおりとし、班に班長を置き、別表の班長欄に掲げ

るものをもって充てる。 

(住民対策部) 

第 7 条 住民対策部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。 

2 住民対策部長に事故があるときは、かがやく長寿課長がその職務を代理する。 

3 住民対策部の編成及び事務分掌は別表のとおりとし、班に班長を置き、別表の班長欄に

掲げるものをもって充てる。 

(上下水道部) 

第 8 条 上下水道部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。 

2 上下水道部長に事故があるときは、当該部長があらかじめ選任した者がその職務を代

理する。 

3 上下水道部の編成及び事務分掌は別表のとおりとし、班には班長を置き、別表の班長欄

に掲げる者をもって充てる。 

(産業建設部) 

第 9 条 産業建設部は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。 

2 産業建設部長に事故があるときは、当該部長があらかじめ選任した者がその職務を代

理する。 

3 産業建設部の編成及び事務分掌は別表のとおりとし、班に班長を置き、別表の班長欄に

掲げる者をもって充てる。 

(消防水防部) 

第 10 条 消防水防部長は、本部長の命を受けて部の事務を掌理する。 

2 消防水防部長に事故があるときは、消防副団長がその職務を代理する。 

3 消防水防部の編成及び事務分掌は別表のとおりとし、班に班長を置き、別表の班長欄に

掲げるものをもって充てる。  

(その他) 

第 11 条 この規則に定めるもののほか、本部の組織及び運営に関し必要な事項は、美浜町

地域防災計画の定めるところによる。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則(昭和 62年 7月 1日規則第 7号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 8年 3月 26 日規則第 2号) 

この規則は、公布の日から施行する。 
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附 則(平成 11年 9月 6日規則第 10 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 17年 7月 27 日規則第 20 号) 

この規則は、平成 17 年 8月 1 日から施行する。 

附 則(平成 18年 12 月 26 日規則第 28号) 

この規則中、第 1条の規定は平成 19 年 4 月 1 日から、第 2条の規定は同月 5日から施行す

る。 

附 則(平成 21年 8月 4日規則第 3号) 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 24年 8月 22 日規則第 16 号) 

この規則は、公布の日から施行し、平成 24年 4月 1 日から適用する。 

附 則(平成 28年 4月 1日規則第 12 号) 

この規則は、公布の日から施行する。 
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別表(第 4条―第 10条関係) 

美浜町災害対策本部の編成および事務分掌 

 

 

 

 

 

部 部長 班 班長 事務分掌 

本
部
調
整
部 

防
災
ま
ち
づ
く
り
み
ら
い
課
長 

本部調整班 防災まちづく

りみらい課長 

① 災害対策本部運営に関すること。 

② 上級機関への報告、連絡に関すること。 

③ 総合連絡調整に関すること。 

④ 命令決定事項の伝達に関すること。 

⑤ 本部長の秘書的業務に関すること。 

⑥ 防災会議に関すること。 

⑦ 本部会議との連絡調整に関すること。 

⑧ 無線に関すること。 

⑨ 気象予警報等の受信及び伝達に関すること。 

⑩ 災害応急対策用物品等の購入に関すること。 

⑪ 災害救助に必要な物資、資材の確保に関すること。 

⑫ 災害救助に必要な食料等の確保に関すること。 

⑬ 被害状況のとりまとめに関すること。 

⑭ 広報に関すること。 

⑮ 報道機関との連絡調整に関すること。 

⑯ 班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。 

⑰ 罹災証明の発行に関すること。 

⑱ その他必要なこと。 

http://www.town.mihama.wakayama.jp/reiki_int/reiki_honbun/word/800480011.doc
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部 部長 班 班長 事務分掌 

総
務
部 

総
務
課
長 

総務班 総務課長 ① 職員の動員、派遣要請に関すること。 

② 財務に関すること。 

③ 電話の管理及び公用車の配車に関すること。 

④ 県、自衛隊等への派遣要請及び受け入れに関すること。 

⑤ 庁舎の管理等に関すること。 

⑥ 町有財産等の被害状況の取りまとめに関すること。 

⑦ 被災地への慰問に関すること 

⑧ 他班の事務に属さないこと。 

⑨ 班が所管する町有財産等の被災状況に関すること。 

⑩ その他必要なこと。 

議会班 議会事務局長 ① 議員との連絡及び会議に関すること。 

② 班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。 

③ その他必要なこと。 

税務班 税務課長 ① 家屋被害等情報の収集及び報告に関すること。 

② 町税の減免等に関すること。 

③ 班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。 

④ その他必要なこと。 

出納班 会計管理者 ① 災害活動の出納に関すること。 

② 義援金の受理に関すること。 

③ 班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。 

④ その他必要なこと。 

住
民
対
策
部 

住
民
課
長 

住民班 住民課長 ① 救助活動に必要な情報等の収集に関すること。 

② 避難所の設置及び運営に関すること。 

③ 環境衛生に関すること。 

④ 遺体の収容、埋葬に関すること。 

⑤ ごみの処理、し尿処理、廃棄物処理に関すること。 

⑥ 災害救助の全般的な計画・実施に関すること 

⑦ 災害援護資金等の融資に関すること。 

⑧ 班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。 

⑨ その他必要なこと。 

救助班 かがやく長寿

課長 

① 避難行動要支援者の被災状況調査及び必要な措置に関すること。 

② 義援物資の受領・配送・配分に関すること。 

③ ボランティア団体の支援の受入れ等に関すること。 

④ 班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。 

⑤ その他必要なこと。 

住
民
対
策
部 

住
民
課
長 

防疫班 子育て健康推

進課長 

① 災害防疫の総括に関すること。 

② 防疫活動に必要な情報等の収集に関すること。 

③ 医療救護及び助産に関すること。 

④ 保健所その他医療機関等との連絡調整に関すること。 

⑤ 感染症予防に関すること。 

⑥ 防疫用薬品の確保に関すること。 

⑦ 医薬品の整備及び補給に関すること。 

⑧ 毒劇物による事故防止に関すること。 

⑨ 班が所管する町有財産等の被災状況の調査に関すること。 

⑩ その他必要なこと。 

教育班 教育課長 ① 教育関係の被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関す

ること。 

② 臨時の授業その他学校運営に関すること。 

③ 園児・児童・生徒の保健管理に関すること。 

④ 職員の動員、派遣及び救援に関すること(学校職員を除く。)。 

⑤ 学校給食及び炊き出し物資の管理に関すること。 

⑥ 教科書の調達に関すること。 

⑦ 社会教育施設及び社会体育施設の被害状況等の調査、情報収集及

び災害応急対策に関すること。 
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部 部長 班 班長 事務分掌 

⑧ PTA、婦人会等社会教育団体との連絡に関すること。 

⑨ その他必要なこと。 

産
業
建
設
部 

農
林
水
産
建
設
課
長 

土木建築班 農林水産建設

課長 

① 道路、橋梁等の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。 

② 河川・海岸・港湾の被害状況調査及び災害応急対策に関するこ

と。 

③ 建物の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。 

④ 応急仮設住宅等の建築に関すること。 

⑤ 災害復旧全般に関すること。 

⑥ その他必要なこと。 

農林水産班 農林水産建設

課長 

① 農林水産関係施設等の被害状況調査、情報収集及び災害応急対策

に関すること。 

② 各関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

③ 船舶の確保に関すること。 

④ 保安林及び周辺の被害状況調査及び災害応急対策に関すること。 

⑤ 被災農家、漁家等の資金の融通に関すること。 

⑥ 災害に伴う農作物被害調査等に関すること。 

⑦ その他必要なこと。 

商工業班 防災まちづく

りみらい課長 

① 経済関係被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関する

こと。 

② 各関係機関、団体との連絡調整に関すること。 

③ 観光施設等の被害調査に関すること。 

④ 被災中小企業者に対する融資に関すること。 

⑤ その他必要なこと。 

上
下
水
道
部 

上
下
水
道
課
長 

給水班 上下水道課長 ① 上水道施設の被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関

すること。 

② 飲料水の供給に関すること。 

③ 上水道施設の復旧、資材の確保に関すること。 

④ その他必要なこと。 

下水道班 上下水道課長 ① 下水道施設の被害状況等の調査、情報収集及び災害応急対策に関

すること。 

② 下水道施設の復旧、資材の確保に関すること。 

③ その他必要なこと。 

消
防
水
防
部 

消
防
団
長 

消防班 消防団長 ① 消防活動に必要な情報等の収集及び伝達に関すること。 

② 消防団員の出動に関すること。 

③ その他必要なこと。 

水防班 消防団長 (水防班の編成及び事務分掌は水防計画の定めるところによる。) 
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Ⅰ－５ 美浜町災害弔慰金の支給等に関する条例 

 

昭和 49 年 9 月 30 日 

条例第 24号 

第 1 章 総則 

(目的) 

第 1 条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和 48 年法律第 82号。以下「法」

という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和 48 年政令第 374 号。以下

「令」という。)の規定により、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した町民の遺族に対

する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた町民

に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対

する災害援護資金の貸付けを行い、もって町民の福祉及び生活の安定に資することを目

的とする。 

(定義) 

第 2 条 この条例において、「災害」及び「町民」の定義は、次に掲げるところによる。 

(1) 災害とは、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波その他異常な自然現象により被害

が生ずることをいう。 

(2) 町民とは、災害により被害を受けた当時、この町の区域内に住所を有した者をいう。 

 

第 2 章 災害弔慰金の支給 

(災害弔慰金の支給) 

第 3 条 町民が、令第 1条に規定する災害(以下この章及び次章において「災害」という。)

により、死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(災害弔慰金を支給する遺族) 

第 4 条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、法第 3 条第 2 項の遺族の範囲とし、その順

位は次に掲げるとおりとする。 

(1) 死亡者の死亡当時において、死亡者により生計を主として維持していた遺族を先に

し、その他の遺族を後にする。 

(2) 前号の場合において同順位の遺族については、次に掲げる順序とする。 

ア 配偶者 

イ 子 

ウ 父母 

エ 孫 

オ 祖父母 

2 前項の場合において同順位の父母については、養父母を先にし実父母を後にし、同順位

の祖父母については養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先に
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し、実父母を後にする。 

3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前 2項の規定により難いときは、前項の

規定にかかわらず、第 1項の遺族のうち町長が適当と認める者に支給することができる。 

4 前 3 項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が 2人以上あると

き、その 1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。 

(災害弔慰金の額) 

第 5 条 災害により死亡した者 1 人当たりの災害弔慰金の額は、その死亡者が死亡当時、

災害弔慰金を受けることができる遺族の生計を、主として維持していた場合にあっては

500 万円とし、その他の場合にあっては 250 万円とする。ただし、死亡者がその死亡に係

る災害に関し、既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合はこれらの

額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。 

(死亡の推定) 

第 6 条 災害の際、現にその場にいあわせ、生死がわからない者についての死亡の推定につ

いては、法第 4条の規定によるものとする。 

(支給の制限) 

第 7 条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。 

(1) 当該死亡者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合 

(2) 令第 2条の規定に該当する場合 

(3) 災害に際し、町長の避難の指示に従わなかったこと、その他の特別の事情があるた

め、町長が支給を不適当と認めた場合 

(支給の手続) 

第 8 条 町長は、災害弔慰金の支給を行うべき事由があると認めたときは、規則で定めると

ころにより、支給を行うものとする。 

2 町長は、災害弔慰金の支給に関し、遺族に対して必要な報告又は書類の提出を求めるこ

とができる。 

 

第 3 章 災害障害見舞金の支給 

(災害障害見舞金の支給) 

第 9 条 町は、町民が災害により負傷し、又は疾病にかかり治ったとき(その症状が固定し

たときを含む。)に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該住民(以下「障害者」と

いう。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

(災害障害見舞金の額) 

第 10 条 障害者 1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又

は疾病にかかった当時においてその属する世帯の生計を主として維持していた場合にあ

っては 250 万円とし、その他の場合にあっては 125 万円とする。 

(準用規定) 
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第 11条 第 7条及び第 8条の規定は、災害障害見舞金について準用する。 

 

第 4 章 災害援護資金の貸付け 

(災害援護資金の貸付け) 

第 12 条 町は、令第 3 条に掲げる災害により、法第 10 条第 1 項各号に掲げる被害を受け

た世帯の町民である世帯主に対し、その生活の立て直しに資するため、災害援護資金の貸

付けを行うものとする。 

2 前項に掲げる世帯は、その所得について、法第 10 条第 1 項に規定する要件に該当する

ものでなければならない。 

第 13条 災害援護資金の一災害における 1世帯当たりの貸付限度額は、災害による当該世

帯の被害の種類及び程度に応じ、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。 

(1) 療養に要する期間がおおむね 1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」と

いう。)があり、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財、住居の損害がない場合 150 万円 

イ 家財について被害金額が、その家財の価格のおおむね 3 分の 1 以上の損害(以下

「家財の損害」という。)があり、住居の損害がない場合 250 万円 

ウ 住居が半壊した場合 270 万円 

エ 住居が全壊した場合 350 万円 

(2) 世帯主の負傷がなく、かつ、次のいずれかに該当する場合 

ア 家財の損害があり、かつ、住居の被害がない場合 150 万円 

イ 住居が半壊した場合 170 万円 

ウ 住居が全壊した場合 250 万円 

エ 住居の全体が滅失若しくは流失した場合 350 万円 

(3) 第 1号のウ又は前号のイ若しくはウにおいて、被災した住居を建て直すに際し、そ

の住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等、特別の事情がある場合には「270 万

円」とあるのは「350 万円」と、「170 万円」とあるのは「250 万円」と、「250 万円」と

あるのは「350 万円」と読み替えるものとする。 

2 災害援護資金の償還期間は 10 年とし、そのうち 3 年(令第 7 条第 2 項括弧書の場合は 5

年)は、据置期間とする。 

(保証人及び利率) 

第 14 条 災害援護資金の貸付けを受けようとする者は、保証人を立てることができる。 

２ 災害援護資金は、保証人を立てる場合は、無利子とし、保証人を立てない場合は、据置

期間中は無利子とし、据置期間経過後は、延滞の場合を除き年 1.5 パーセントとする。 

３ 第１項の保証人は、災害援護金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものと   

 し、その保証債務は、令第９条の違約金を包括するものとする。 

(償還等) 
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第 15条 災害援護資金は、年賦償還、半年賦償還又は月賦償還とする。 

2 償還方法は、元利均等償還の方法とする。ただし、貸付金の貸付けを受けた者は、いつ

でも繰上償還をすることができる。 

3 償還の免除、一時償還、違約金及び償還金の支払猶予については法第 13条、第 14条第

１項及び第 16条並びに令第８条、第９条及び第 12条の規定によるものとする。 

 

第 5 章 補則 

(規則への委任) 

第 16 条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 50年 10 月 6日条例第 26 号) 

この条例は、公布の日から施行し、昭和 50年 4月 1 日から適用する。 

附 則(昭和 53年 12 月 25 日条例第 24号) 

この条例は、公布の日から施行し、昭和 53年 12 月 1 日から適用する。 

附 則(昭和 56年 9月 21 日条例第 16 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 60年 3月 30 日条例第 6号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(昭和 63年 1月 16 日条例第 3号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 4年 3月 25 日条例第 11 号) 

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第 5 条の規定は平成 3 年 6 月 3 日以後に生じ

た災害により死亡した住民の遺族に対する災害弔慰金の支給について、改正後の第 10 条の

規定は当該災害により負傷し、又は疾病にかかった住民に対する災害障害見舞金の支給に

ついて、改正後の第 13 条第 1 項の規定は同年 5 月 26 日以後に生じた災害により被害を受

けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用する。 

附 則(平成 31年 3月 29 日条例第 4号) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成 31年 4月 1 日から施行する。 

(経過措置) 

２ この条例による改正後の美浜町災害弔慰金の支給等に関する条例第 14 条及び第 15 条

第 3 項の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主

に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた

世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。 
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Ⅰ－６ 美浜町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則 

 

昭和 60 年 7 月 10 日 

規則第 7号 

第 1章 総則 

(趣旨) 

第 1 条 この規則は、災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和 49年条例第 24 号。以下「条

例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

第 2 章 災害弔慰金の支給 

(支給の手続) 

第 2 条 町長は、条例第 3 条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項

の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。 

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日 

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況 

(3) 死亡者の遺族に関する事項 

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

(必要書類の提出) 

第 3 条 町長は、この町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する

被災証明書を提出させるものとする。 

2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるもの

とする。 

 

第 3 章 災害障害見舞金の支給 

(支給の手続) 

第 4 条 町長は、条例第 9 条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる

事項の調査を行ったうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。 

(1) 障害者の氏名、性別及び生年月日 

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況 

(3) 障害の種類及び程度に関する事項 

(4) 支給の制限に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

(必要書類の提出) 

第 5 条 町長は、この町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に

対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものと
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する。 

2 町長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和 48年法律第 82 号)別表

に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(様式第 1 号)を提出させるものと

する。 

(借入れの申込) 

第 6 条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申

込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第 2号)を、

町長に提出しなければならない。 

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日 

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法 

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画 

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項 

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項 

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概

算額を記載した診断書 

(2) 被害を受けた日の属する前年(当該被害を 1 月から 5 月までの間に受けた場合にあ

っては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住してい

た借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書 

(3) その他町長が必要と認めた書類 

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月 1 日から起算して 3

月を経過する日までに提出しなければならない。 

(調査) 

第 7 条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかにその内容を検討のうえ、当該

世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。 

(貸付けの決定) 

第 8 条 町長は、借入申込者に対して資金を貸付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、

償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第 3 号)を、借入申

込者に交付するものとする。 

2 町長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金

貸付不承認決定通知書(様式第 4号)を借入申込者に通知するものとする。 

(借用書の提出) 

第 9 条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに災害援護資金借用書（保証人を立て

る場合は、保証人の連署した借用書）(様式第 5号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借

受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)

を添えて町長に提出しなければならない。 
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(貸付金の交付) 

第 10 条 町長は、前条の借用書と引き換えに貸付金を交付するものとする。 

(償還の完了) 

第 11 条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及び

これに添えられる印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。 

(繰上償還の申出) 

第 12 条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第 6号)を町長に提出するも

のとする。 

(償還金の支払猶予) 

第 13 条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようと

する理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様

式第 7号)を町長に提出しなければならない。 

2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が必

要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第 8 号)を当該借受人に交付するも

のとする。 

3 町長は、支払猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第 9号)

を当該借受人に交付するものとする。 

(違約金の支払免除) 

第 14 条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違

約金支払免除申請書(様式第 10号)を町長に提出しなければならない。 

2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは違約金の支払免除した期間及び

支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第 11 号)を当該借受人に

交付するものとする。 

3 町長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第

12 号)を、当該借受人に交付するものとする。 

(償還免除) 

第 15 条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以

下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と

認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第 13号)を町長に提出しなけれ

ばならない。 

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。 

(1) 借受人の死亡を証する書類 

(2) 借受人が精神若しくは著しい障害を受けて貸付金を償還することができなくなっ

たことを証する書類 

3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様

式第 14 号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。 
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4 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知

書(様式第 15 号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。 

(督促) 

第 16 条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行する

ものとする。 

(氏名又は住所の変更届等) 

第 17 条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異同

を生じたときは、借受人は速やかに、その旨を町長に氏名等変更届(様式第 16号)を提出

しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わっ

てその旨を届け出るものとする。 

 

第 5 章 補則 

(その他) 

第 18 条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害

援護資金の貸付の手続について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

1 この規則は、公布の日から施行する。 

2 災害弔慰金の支給及び災害援護資金の貸付けに関する条例施行規則(昭和 49 年規則第 5

号)は、廃止する。 

 

（様式等は省略） 
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Ⅰ－７ 災害による被害者に対する国民健康保険税の減免に関する条例（国保税条例抜粋） 

 

(国民健康保険税の減免) 

第 23 条の 2 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち町長において必要があると

認める者に対し、国民健康保険税を減免する。 

(1) 災害等により生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者 

(2) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者 

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号)その他の法律

の規定により入院措置、収容又は拘禁されている者 

(4) 次のア及びイのいずれにも該当する者の属する世帯の納付義務者 

ア 被保険者の資格を取得した日において、65歳以上である者 

イ 被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資

格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者

となった者に限る。)の被扶養者であった者 

(ア) 健康保険法(大正 11 年法律第 71号)の規定による被保険者(同法第 3条第 2項

の規定による日雇特例被保険者を除く。) 

(イ) 船員保険法(昭和 14 年法律第 73号)の規定による被保険者 

(ウ) 国家公務員共済組合法(昭和 33年法律第 128 号)又は地方公務員等共済組合法

(昭和 37 年法律第 152 号)に基づく共済組合の組合員 

(エ) 私立学校教職員共済法(昭和 28年法律第 245 号)の規定による私立学校教職員

共済制度の加入者 

(オ) 健康保険法第 126 条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その

手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者

(同法第 3条第 2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例

被保険者とならない期間内にある者及び同法第 126 条第 3 項の規定により当該日

雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。) 

2 前項の規定によって国民健康保険税の減免を受けようとする者は、納期限までに次に掲

げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町

長に提出しなければならない。 

(1) 氏名及び住所 

(2) 年度、納期の別及び税額 

(3) 減免を受けようとする理由 

3 第 1 項の規定によって国民健康保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合に

おいては、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。 
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Ⅰ－８ 災害による被害者に対する固定資産税の減免に関する条例（町税条例抜粋） 

 

(固定資産税の減免) 

第 71 条 町長は、次の各号の 1に該当する固定資産のうち、町長において必要があると認

めるものについては、その所有者に対して課する固定資産税を減免する。 

(1) 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産 

(2) 公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く。) 

(3) 町の全部又は一部にわたる災害又は天候の不順に因り、著しく価値を減じた固定資

産 

(4) 前各号に掲げるもののほか、特別な事情により減免を必要とする固定資産 

2 前項の規定によって固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前 7日までに、次

に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添附

して町長に提出しなければならない。 

(1) 納税義務者の住所及び氏名又は名称及び個人番号又は法人番号を有しない者 

(2) 土地にあっては、その所在、地番、地目、地積及び価格 

(3) 家屋にあっては、その所在、家屋番号、種類、構造、床面積及び価格 

(4) 償却資産にあっては、その所在、種類、数量及び価格 

(5) 減免を受けようとする事由及び第 1項第 3号の固定資産にあっては、その被害の状

況 

3 第 1 項の規定によって固定資産税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合におい

ては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。 
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Ⅰ－９ 美浜町消防団条例 

 

昭和 32 年 9 月 30 日 

条例第 9号 

第 1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免、服務及び給与については、この条例の定

めるところによる。ただし、常勤の者については、地方公務員法(昭和 25年法律第 261 号)

に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。 

第 2条 消防団長は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は、団長が次の各号の資

格を有する者の中から町長の承認を得てこれを任命する。 

(1) 本町に居住又は勤務する年齢満 18年以上のものであること。 

(2) 団長の場合は町長、団員の場合は団長の求めに応じ志操堅固及び身体強健であって

団員たるに足るものであること。 

第 3条 団員の定数は、102 人とする。 

第 4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、

その許可を受けなければならない。 

第 5 条 団員であって、次の各号の 1 に該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒

するものとする。 

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。 

(2) 職務上の義務に違背し、又は職務を怠ったとき。 

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。 

第 6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。 

(1) 免職 

(2) 停職 

(3) 戒告 

2 停職は 1月以内の期間を定めてこれを行う。 

第 7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。 

2 招集を受けない場合であっても水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ

指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。 

第 8 条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令

に服してはならない。 

第 9条 団員であって 10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長そ

の他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員

の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。 

第 10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の場合があると認める際は、警備に支障

のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。 

第 11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。 
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(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め災害に際しては、身を挺して

これに当たる心構えを持たなければならない。 

(2) 規律を厳守して上長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。 

(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなけ

ればならない。 

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあって

はならない。 

(5) 職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。 

(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、

又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。 

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若し

くは義務の負担となるような行為をしてはならない。 

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用して

はならない。 

第 12条 団員に支給する手当は、美浜町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償

に関する条例(昭和 38 年条例第 6号)に基づきこれを支給する。 

 

附 則 

1 この条例は、公布の日から施行する。 

2 従前の美浜町消防団条例(昭和 31年条例第 3号)は、これを廃止する。 

 

附 則(昭和 36年 3月 15 日条例第 18 号) 

この条例は、昭和 36 年 4月 1 日から施行する。 

 

附 則(平成 2年 6月 29 日条例第 15 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

附 則(平成 3年 6月 18 日条例第 11 号) 

この条例は、公布の日から施行する。 
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Ⅰ－10 美浜町消防団の設置等に関する条例 

令和 3年 2月 15 日 

条例第 1号 

 （趣旨） 

第１条 この条例は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１８条第１項の規定に基

づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。 

 （消防団の設置、名称及び区域） 

第２条 この町に、消防団を設置する。 

２ 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。 

（１） 名称 美浜町消防団 

（２） 区域 美浜町の区域全域 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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Ⅰ－11 美浜町消防団規則 

 

昭和 32年 2 月 14 日 

規則第 6号 

（趣旨）   
第１条 この規則は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１８条第２項及び

第２３条第２項の規定に基づき、美浜町消防団（以下「消防団」という。）の組織及

び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

（階級等） 

第 2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、班長等の役員及びその他の団員

を置く。 

2 団長は、団の事務を統轄し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂

行し、町長に対しその責めに任ずる。 

3 副団長、分団長、副分団長及び班長等の役員は、団員の中から団長がこれを命免す

る。 

（職務） 

第 3条 団長に事故あるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故あるときは団長

の定める順序に従い、分団長又は副分団長が団長の職務を行う。ただし、この場

合、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行わない場合を除

いては副団長、分団長、副分団長及び班長の命免を行うことができない。 

（任期） 

第 4条 団長、副団長、分団長、副分団長、班長の任期は、2年とする。ただし、重

任することを妨げない。 

（組織） 
第５条 消防団に団本部及び分団を置く。        
２ 分団には班を置く。 
３  分団及び班の区域は、別表のとおりとする。 

（宣誓） 

第 6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。 

 

（ワープロ表示） 

宣誓書 

 

 私は、忠実に日本国憲法及び法律を擁護し、命令、条例及び規則を遵守し、不公平

並びに偏見を避け、何人をも恐れず良心に従って忠実に消防の義務を遂行することを

厳粛に誓います。 
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年  月  日 

美浜町消防団 

 

氏名           印   

 

(水火災その他の災害出動) 

第 7 条 消防車が火災現場に出動するときは、交通法法規の定める走行キロメートル

に従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただ

し、引揚の場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。 

第 8条 出火出動又は引揚の場合に消防車に乗車する責任車は、次の事項を厳守しな

ければならない。 

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。 

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは事故を防止する警戒信号を用いなければ

ならない。 

(3) 団員並びに消防職員以外は、消防車に乗車させてはならない。 

(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。 

(5) 前行消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。 

第 9条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出

動してはならない。ただし、出動の際は、管轄区域内であると認められたにもかか

わらず現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。 

(消火及び水防等の活動) 

第 10 条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を

最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最少限度に止めて水火

災の防御及び鎮圧に努めなければならない。 

第 11 条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守

し、又は留意しなければならない。 

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。 

(2) 消防作業は、真摯に行わなければならない。 

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果を収めるとともに火災の損害及

び濡損を最少限度に止めなければならない。 

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。 

第 12 条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は町長に報

告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければなら

ない。 

第 13 条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。 
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(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。 

(2) 現場保存に努めなければならない。 

(3) 事件は、慎重に取扱うとともに公表は差控えなければならない。 

(文書簿冊) 

第 14 条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならな

い。 

(1) 団員の名簿 

(2) 沿革誌 

(3) 日誌 

(4) 設備資材台帳 

(5) 区域内全図 

(6) 地理水利要覧 

(7) 金銭出納簿 

(8) 手当受払簿 

(9) 給与品貸与品台帳 

(10) 諸令達簿 

(11) 消防法規綴 

(12) 雑書綴 

（訓練及び礼式） 

第 15 条 消防団員の訓練及び礼式については、総務省消防庁の定める基準に準ずるも

のとする。 

(表彰) 

第 16 条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たった功労特に抜群である場合

は、これを表彰することができる。 

2 前項の場合団員については、団長が表彰を行うことができる。 

第 17 条 前条の表彰は、次の２種とする。 

(1) 賞詞 

(2) 賞状 

第 18 条 賞詞は、消防団員として功労があると認められる者に対してこれを授与し、

賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対してこれを授与す

る。 

第 19 条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対し

て、感謝状を授与することができる。 

(1) 水火災の予防又は鎮圧 

(2) 消防施設強化拡充についての協力 

(3) 水火災現場における人命救助 
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(4) 火災その他災害時における警戒防御及び救助に関し、消防団に対してなした協 

力 

(服制) 

第 20 条 消防団員の服制については、総務省消防庁の定める基準に準ずるものとす

る。 

 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

附 則（令和 3年 2月 15 日規則第 1号） 

この規則は、公布の日から施行する。  

 

別表（5条関係）分団及び班の区域 

 

分団 班 区域 

第 1分団 浜ノ瀬班 大字浜ノ瀬 

大字吉原 

大字田井 

新浜班 

吉原班 

上田井班 

田井畑班 

第 2分団 本部班 町内全域 

第１班 大字和田 

第２班 

入山班 

第 3分団 第１班 大字三尾 

第２班 

第３班 

第４班 

第５班 

第６班 
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［Ⅲ 防災関係組織・体制、連絡先等］ 

 

Ⅲ－１ 配備体制 

① 風水害時の配備体制 

区分 
配備 

体制 
動員職員 配備基準 

災
害
警
戒
本
部 

警戒体制

Ⅰ 

・副町長（災害担当長） 

・防災まちづくりみらい課長（本部調整班） 

・住民課長（避難所班） 

・農林水産建設課長（土木建築班） 

・上下水道課長（上下水道班） 

・防災まちづくりみらい課防災担当職員(災害担当課職員) 

①気象警報が発令されたとき 

②台風が本町に接近するおそれがあり、厳重

な警戒を要するとき 

③その他副町長が必要と認めたとき 

警戒体制

Ⅱ 
警戒体制Ⅰ＋主幹・課長以上の職員、教育長 

①災害担当課長が招集の必要があると判断

したとき 

②水防配備体制１号が発令されたとき 

③本町が台風の暴風域内に入る恐れがあ

り、厳重な警戒を要するとき 

④西川の水位が氾濫注意水位（尾上橋 2.5ｍ）

に達した場合、又、総雨量が 80 ㎜に達し、

今後とも継続的に降雨が予想されるとき 

⑤その他副町長が必要と認めたとき 

１号配備 警戒体制Ⅰ＋主査・課長補佐以上の職員 

①各担当課長が招集の必要があると判断し

たとき 

②本町が台風の暴風域内に入るおそれがあ

り、かつ重大な災害が起こるおそれがある

と認められたとき 

③水防配備体制２号が発令されたとき 

④その他副町長が必要と認めたとき 

２号配備 警戒体制Ⅰ＋係長以上の職員 

①各担当課長が招集の必要があると判断し

たとき 

②大規模な災害発生の危険が大きいとき 

③災害が発生し、被害の拡大の危険があると

き 

④その他副町長が必要と認めたとき 

３号配備 全職員 

①各担当課長が招集の必要があると判断し

たとき 

②大規模な災害が発生したとき 

③災害救助法の適用を必要とする災害が発

生するおそれがあるとき 

④その他町長が必要と認めたとき 
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② 地震・津波時の配備体制 

区

分 

配備 

体制 
動員職員 配備基準 

災
害
警
戒
本
部 

警戒体制

Ⅰ 

・副町長（災害担当長） 

・防災まちづくりみらい課長（本部調整班） 

・住民課長（避難所班） 

・子育て健康推進課長（避難所感染症対策班） 

・農林水産建設課長（土木建築班） 

・上下水道課長（上下水道班） 

・防災まちづくりみらい課防災担当職員(災害担当課職員) 

①美浜町において、震度４以上の地震が発生

した場合 

②その他副町長が必要と認めたとき 

警戒体制

Ⅱ 
警戒体制Ⅰ＋主幹・課長以上の職員、教育長 

①各担当課長が招集の必要があると判断し

たとき 

②美浜町において震度５弱以上の地震が発

生した場合 

③和歌山県沿岸に「津波注意報」が発表さ

れた場合 

④その他副町長が必要と認めたとき 
１号配備 警戒体制Ⅰ＋主査・課長補佐以上の職員 

２号配備 警戒体制Ⅰ＋係長以上の職員 

①各担当課長が招集の必要があると判断し

たとき 

②美浜町において震度５弱以上の地震が発

生した場合 

③和歌山県沿岸に津波警報、大津波警報が

発表された場合 

④東海地震の警戒宣言が発令されたとき 

⑤その他町長が必要と認めたとき 

３号配備 全職員 
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Ⅲ－２ 防災関係機関連絡窓口 

①県関係機関 

名        称 所  在  地 電話番号 FAX 番号 

和歌山県 危機管理部  

危機管理局 防災企画課 

和歌山市小松原通 1-1 

 

073-441-2271 

(防)7-030-300-404 

073-422-7652 

(防)7-030-300-499 

日高振興局 地域振興部 

総務県民課 

御坊市湯川町財部 651 

 

0738-24-2905 

(防)7-030-350-400 

0738-24-2906 

(防)7--030-350-499 

日高振興局 建設部 

総務調整課 

御坊市湯川町財部 651 

 

0738-24-2945 

(防)7-030-350-402 

0738-24-2920 

(防)7-030-350-497 

日 高 振 興 局  健 康 福 祉 部       

(御坊保健所) 

御坊市湯川町財部 859-2 

 

0738-22-3481 

(防)7-030-351-401 

0738-22-8751 

(防)7-030-351-499 

和歌山県防災航空センター 

 

西牟婁郡白浜町 3031-56 

 
0739-45-8211 

(防)7-030-364-400 

0739-45-8213 

(防)7-030-364-499 

(防)は県防災電話番号 

②指定地方行政機関 

名        称 所  在  地 電話番号 FAX 番号 

日高広域消防事務組合 

 消防本部 

日高郡日高町萩原 930-1 

 

0738-63-1119 

(防)7-030-258-400 

0738-63-3498 

(防)7-030-258-499 

御坊警察署 御坊市湯川町財部 237-1 0738-23-0110 0738-23-2272 

第五管区海上保安本部 

田辺海上保安部 

田辺市文里１丁目 11-9 

 

0739-22-2000 

 

0739-22-9670 

 

和歌山地方気象台 

 

和歌山市男野芝丁４ 
073-422-5348 073-432-4637 

御坊郵便局 御坊市薗 301-5 0738-22-0050 0738-22-6940 

近畿地方整備局和歌山河川国道事

務所、紀南河川国道事務所 

田辺市中万呂 142 

 
0739-22-4564 0739-25-5518 

近畿地方整備局 

和歌山港湾事務所 

和歌山市湊薬種畑の坪 1334 

 
073-422-8186 073-435-2089 

御坊労働基準監督署 御坊市湯川町財部 1132 0738-22-3571 0738-22-3707 

近畿農政局 

和歌山農政事務所 地域課 

御坊市藤田町吉田 273-3 
0738-22-3525 0738-23-4945 

(防)は県防災電話番号 

③自衛隊 

名        称 所  在  地 電話番号 FAX 番号 

陸上自衛隊第 37 普通科連隊 

 

大阪府和泉市伯太町官有地 

 

0725-41-0090 

(防)7-030-392-400 

0725-41-0090 

(防)7-030-392-499 

陸上自衛隊第 304 水際障害中隊 日高郡美浜町和田 1138 0738-22-2501 0728-22-2501 

(防)は県防災電話番号 
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④指定公共機関及び指定地方公共機関 

名        称 所  在  地 電話番号 FAX 番号  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西日本旅客鉄道㈱ 

          和歌山支社御坊駅 

御坊市湯川町小松原 417-2 

 

0738-22-0395 

 

0738-24-1708 

 

NTT 西日本株式会社 

和歌山支店 

和歌山市宇須 1-5-41 
073-421-9180 073-433-2391 

日本通運㈱中紀営業支店 

         御坊営業センター 

御坊市湯川町丸山 80-4 

 
0738-23-0202 0738-23-0820 

関西電力送配電株式会社 

和歌山本部 

和歌山市岡山丁 40 
073-463-0633 073-463-0608 

日本赤十字社 

和歌山県支部 

和歌山市吹上２丁目 1-22 

 
073-422-7141 073-422-7148 

西日本高速道路㈱ 

関西支社 和歌山高速道路事務所 

和歌山市栗栖字中須1038-2 
073-472-2091 073-473-1584 

日本放送協会 

和歌山放送局 

和歌山市吹上２丁目 3-47 
073-424-8121 073-424-8149 

熊野御坊南海バス㈱ 

御坊支社 

御坊市薗 37 
0738-22-1020 0738-23-3369 

近物レックス㈱御坊営業所 御坊市名屋３丁目 6-5 0738-22-0937 0738-23-5104 

㈱和歌山放送 和歌山市湊本町３丁目３ 073-432-7161 073-428-0785 

㈱テレビ和歌山 和歌山市栄谷 151 
073-455-3211 073-453-9543 

日高医師会 御坊市薗 290 0738-22-3144 0738-23-5472 

 

⑤その他の公共的団体及び防災上重要な施設の管理者 

名        称 所  在  地 電話番号 FAX 番号 
ひだか病院 御坊市薗 116-2 0738-22-1111 0738-22-7140 

独立行政法人国立病院機構 

和歌山病院 

日高郡美浜町和田 1138 
0738-22-3256 0738-23-3104 

玉置循環器科 日高郡美浜町和田 1138-198 0738-22-3322 0738-22-4321 

医療法人大原内科 日高郡美浜町和田1138-104 0738-23-3300 － 

龍神医院 日高郡美浜町吉原 264 0738-22-6686 0738-22-6686 

医療法人平成会森本医院 日高郡美浜町田井 313-1 0738-24-3333 0738-24-3310 

医療法人橋本整形外科 日高郡美浜町田井 400-1 0738-22-0036 0738-23-2263 

五木田美浜町歯科医院 日高郡美浜町吉原 890 0738-24-0221 － 

養護老人ホームときわ寮 日高郡美浜町和田1138-180 0738-22-0783 0738-24-0292 

特別養護老人ホ－ムときわ寮 日高郡美浜町三尾９ 0738-22-1251 0738-24-0291 

太陽作業所 日高郡美浜町和田 1138 0738-22-4885 0738-22-4875 

和歌山県立みはま支援学校 日高郡美浜町和田1138-259 0738-23-2379 0738-22-9399 

紀州農業協同組合   美浜支店         日高郡美浜町和田 1138 0738-22-2794 0738-22-9333 

紀州日高漁業協同組合美浜町支所 日高郡美浜町浜ノ瀬 357 先 0738-23-0500 0738-23-3787 

三尾漁業協同組合 日高郡美浜町三尾 873-5 0738-62-2201 0738-62-2241 

美浜町商工会 日高郡美浜町和田1138-278 0738-22-8193 0738-23-5109 
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Ⅲ－３ 大災害時における救急医療体制（日高医師会） 

2007 年 9 月現在 

日高医師会 

 

 

 収容病院 

本  部 

日高医師会 

関係官公庁 

◎救急１号指令 

ひだか病院 

独立行政法人国立病院機構和歌山病院 

北出病院 

北裏病院 

本部長 
副 
主 

日高振興局 

 建設部   0738-24-2918 

御坊市役所   0738-22-4111 

日高町 〃     〃  63-2051 

美浜町役場    〃  22-4123 

日高川町〃    〃  22-1700 

印南町 〃     〃  42-0120 

由良町 〃     〃  65-0200 

みなべ町 〃  0739-72-2015 

寺田医院             〃  65-0027 

橋本整形             〃  22-0036 

深谷外科             〃  23-1881 

◎救急２号指令 

収容病院 

本  部 

<御坊・由良地区> 

関係官公庁 

ひだか病院    0738-22-1111 
独立行政法人 
国立病院機構和歌山病院 〃22-3256 
北出病院             〃  22-2188 

北裏病院             〃  22-3352 

御坊市役所          0738-22-4111 
美浜町役場             〃  22-4123 

日高町 〃              〃  63-2051 

由良町 〃              〃  65-0200 

日高川町 〃            〃  22-1700 

御坊市消防本部               〃  22-0800 
日高広域消防事務組合   〃  63-1119 

日高広域消防事務組合消防署               

中津出張所          〃  54-0336 

御坊警察署            〃 23-0110 

紀伊クリニック       〃  24-2222 
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［Ⅳ 避難所・避難場所、輸送、備蓄等］ 

 

Ⅳ－１ 防災地区 

 

 防災地区 自治会等 

美浜町 

松原 

吉原 

新浜 

浜ノ瀬 

上田井 

田井畑 

和田 

本ノ脇 

和田西 

和田西中 

 和田東中  

和田東 

入山 

三尾 三尾 

 

Ⅳ－２ 防災拠点一覧 

 

防災拠点の種別 拠点施設等 

情報通信中心拠点 町役場 

医療救護中心拠点 独立行政法人国立病院機構和歌山病院 

集積拠点 美浜町体育センター 

食料供給拠点 美浜町地域福祉センター 

ボランティア拠点 美浜町地域福祉センター 
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Ⅳ－３ 避難所、福祉避難所、避難場所一覧   避難所一覧（風水害） 

施設名称 所在地 電話番号 

風速荘 三尾 475 番地 - 

法善寺 三尾 382 番地 62-2022 

本の脇集会場 和田 1868 番地の 4 - 

畜産センター 和田 1138 番地の 26 - 

和田小学校 和田 1138 番地の 176 22-1272 

松洋中学校 吉原 958 番地 22-0576 

中央公民館 和田 1138 番地の 177 22-7309 

西中集会場 和田 1005 番地の 1 - 

美浜町地域福祉センター 和田 1138 番地の 326 23-5393 

松原小学校 吉原 774 番地の 5 22-0198 

松原地区公民館 吉原 771 番地の 4 23-0999 

新浜集会場 吉原 958-265 - 
浜ノ瀬分館 浜ノ瀬 71 番地 - 

浜ノ瀬住民会館 浜ノ瀬 356 番地の 55 - 

避難所一覧（津波） 

施設名称 所在地 電話番号 

旧三尾小学校 三尾 778 番地 - 

畜産センター 和田 1138 番地の 26 - 

中央公民館 和田 1138 番地の 177 22-7309 

和田小学校 和田 1138 番地の 176 22-1272 

美浜町地域福祉センター 和田 1138 番地の 326 23-5393 

入山分館 和田 2977 番地の 1 - 

松洋中学校 吉原 958 番地 22-0576 

松原小学校 吉原 774 番地の 5 22-0198 

松原地区公民館 吉原 771 番地の 4 23-0999 

福祉避難所一覧 

施設名称 所在地 電話番号 

和田小学校 和田 1138 番地の 176 22-1272 

松洋中学校 吉原 958 番地 22-0576 

松原小学校 吉原 774 番地の 5 22-0198 

美浜町地域福祉センター 和田 1138 番地の 326 23-5393 

老人保健施設プラトン 田井 402 番地の 1 22-9666 

  ※避難所については、災害の規模に応じて臨時的に地区集会場を利用することもある。 
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避難場所一覧 

施設名称 所在地 
安全レベル 

風水害 

安全レベル 

地震・津波 

三尾高台１ 美浜町三尾 224-10  ☆☆☆ 

三尾高台２ 美浜町三尾 216-16  ☆☆☆ 

三尾高台３ 美浜町三尾 77-1  ☆☆☆ 

三尾高台４ 美浜町三尾 54  ☆☆☆ 

三尾高台５ 美浜町三尾 181-58  ☆☆☆ 

三尾高台６ 美浜町三尾 292-1  ☆☆☆ 

三尾高台７ 美浜町三尾 334  ☆☆☆ 

三尾高台８ 美浜町三尾 589-2  ☆☆☆ 

三尾高台９ 美浜町三尾 1920-1  ☆☆☆ 

三尾高台１０ 美浜町三尾 1962  ☆☆☆ 

三尾高台１１ 美浜町三尾 1826  ☆☆☆ 

三尾高台１２ 美浜町三尾 1702-1  ☆☆☆ 

三尾高台１３ 美浜町三尾 1097  ☆☆☆ 

三尾高台１４ 美浜町三尾 1041  ☆☆☆ 

三尾高台１５ 美浜町三尾 1046  ☆☆☆ 

三尾高台１６ 美浜町三尾 772-5  ☆☆☆ 

旧三尾小学校 美浜町三尾 778  ☆☆☆ 

本の脇高台１ 美浜町和田 2045-9  ☆☆☆ 

本の脇高台２ 美浜町和田 2064  ☆☆☆ 

本の脇高台３ 美浜町和田 1802  ☆☆☆ 

谷口川砂防ダム周辺 美浜町和田 1704  ☆☆☆ 

上ノ池周辺 美浜町和田 1560  ☆☆☆ 
下池付近の高台 美浜町和田 1502  ☆☆☆ 

今池周辺 美浜町和田 1487-8  ☆☆☆ 

美浜町役場 美浜町和田 1138-278  ☆☆ 

和田小学校 美浜町和田 1138-176 ☆☆☆ ☆☆ 

地域福祉センター 美浜町和田 1138-326 ☆☆☆ ☆☆ 

入山高台１ 美浜町和田 3265  ☆☆☆ 

入山高台２ 美浜町和田 2922  ☆☆☆ 

入山高台３ 美浜町和田 3036-2  ☆☆☆ 

入山高台４ 美浜町和田 3115  ☆☆☆ 

入山高台５ 美浜町和田 2639  ☆☆☆ 
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入山高台６ 美浜町和田 2748  ☆☆☆ 

入山高台７ 美浜町和田 3237  ☆☆☆ 

入山高台８ 美浜町和田 2218  ☆☆☆ 

三宝寺周辺 美浜町和田 2957  ☆☆☆ 

ひまわりこども園 美浜町吉原 602-1  ☆☆ 

松洋中学校 美浜町吉原 958 ☆☆☆ ☆☆ 

松原小学校 美浜町吉原 774-5 ☆☆☆ ☆☆ 

松原地区公民館 美浜町吉原 771-4 ☆☆☆ ☆☆ 
松原高台 美浜町吉原 958  ☆☆☆ 

浜ノ瀬避難タワー 美浜町浜ノ瀬 71  ☆☆ 

田井畑コミュニティセンター 美浜町田井 462-4  ☆ 

WAY 美浜店 美浜町田井 426-2  ☆ 

ホテルグリーンヒル美浜 美浜町和田 2193  ☆☆ 

カンフォータブル一番館 美浜町和田 2102-1  ☆☆ 

オークワロマンシティ 御坊市湯川町財部 631-1  ☆☆ 

Joshin 御坊店 御坊市薗 341-1  ☆☆ 

コーポ美浜 美浜町田井 435  ☆☆ 

独立行政法人国立病院機構和歌山病院 美浜町和田 1138  ☆☆ 

養護老人ホームときわ寮 美浜町和田 1138  ☆☆ 

美浜合同宿舎 美浜町吉原 98-2  ☆☆ 

浜ノ瀬地区津波避難タワー 美浜町浜ノ瀬 24-6  ☆ 

田井畑地区津波避難タワー 美浜町田井 462-6  ☆ 

上田井地区高台 美浜町田井 112-1  ☆☆ 

上田井地区津波避難タワー 美浜町田井 321-3  ☆ 

浜ノ瀬住民会館 美浜町浜ノ瀬 356-55 ☆☆☆  

畜産センター 美浜町和田 1138-26 ☆☆☆  

法善寺 美浜町三尾 382 ☆☆☆  

浜ノ瀬分館 美浜町浜ノ瀬 71 ☆☆☆  

中央公民館 美浜町和田 1138-177 ☆☆☆  

風速荘 美浜町三尾 475 ☆☆☆  
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Ⅳ－４ 美浜町同報系無線システム 

 

屋外拡声方式で町内 40カ所に受信機（拡声器）設置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）携帯電話向けメール（エリアメール） 

 ・NTT ドコモ 

 ・au （KDDI） 

 ・Softbank 

 ・楽天モバイル 

 町独自で導入済み。

役場 

三尾地区 
８ 

和田地区 
１９ 

松原地区 
１３ 

親 局 

子 局 
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Ⅳ－５ 同報系無線システム配置図 
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Ⅳ－６ 消防施設・消防機器等整備状況 

 

消防施設 防火水槽 31 箇所 

消火栓 351 箇所 

消防車庫 9 箇所 

防火井戸 4 箇所 

消防機器 ポンプ自動車 5 台 

小型動力ポンプ積載車 5 台 

水槽付きポンプ自動車 1 台 

 

 

防 
火 

水 

槽 

地  区 設置箇所数 

三  尾 6 

和  田 5 

吉  原 9 

切  戸 1 

浜 ノ 瀬 3 

入  山 2 

田  井 3 

本 ノ 脇 2 

合  計 31 
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Ⅳ－７ 消防施設配置図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

削除 
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Ⅳ－８ 資器材等備蓄状況一覧 

①食料・生活物資備蓄状況  

品目 数量 備考 

アルファー米 11,900 食   

パン 10,416 食  

保存水 2.0ℓ 

粉ミルク 

11,364 本 

16 個 

 

毛布 3,000 枚  

ローソク 500 本  

②防災資器材備蓄状況 

品目 数量 備蓄場所 

災害用救急箱 19 役場前防災用倉庫 

担架 10 〃 

災害対策用仮設トイレ 

マンホールトイレ 

〃 

〃 

〃 

9 

20 

5 

4 

2 

〃 

松原地区高台 

上田井地区高台 

下池付近備蓄倉庫 

谷口川周辺備蓄倉庫 

ハロゲン投光器 

LED 投光器 

LED 投光器 

5 

1 

1 

役場前防災倉庫 

役場前防災倉庫 

松原地区高台 

③水防倉庫主要資器材備蓄状況 

品目 数量 

スコップ 40  

つるはし 6 

土のう袋(枚) 3,000 

防水シート 25 

鉄線(kg) 20 

ロープ(巻) 1 

一輪車 10 

掛矢(丁) 10 

はしご 1 

杭 

照明器(台) 

120 

4 
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④応急給水活動用資器材備蓄状況 

品目 数量 備蓄場所 

折りたたみポリ容器 10 ㍑ 500 個 町役場倉庫 

浄水器 １台 〃 
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Ⅴ ［危険箇所・区域等］ 
 
Ⅴ－１ 河川及びため池一覧 

 
① 町内の河川 

種別 名称 

２級河川 西川 東裏川 斉川 和田川 日高川 下川 

普通河川 
女川      谷口川   宮川     本ノ脇中川 

本ノ脇川   大谷川   大山谷川   西出川 

 

 

② ため池一覧 

地 区 貯水池名 管理組織名 貯水量(㎥) 備  考 

三 尾 

狭間池 新古狭間水利組合 6,333 防災重点農業用ため池 

白谷池 白谷池管理組合 5,474 防災重点農業用ため池 

大山谷池 大山谷池管理組合 7,983 防災重点農業用ため池 

新 池 新古狭間水利組合 12,018 防災重点農業用ため池 

慶本池 慶本池管理組合 3,403 防災重点農業用ため池 

古 池 新古狭間水利組合 1,480 防災重点農業用ため池 

和 田 

立花池Ⅰ 

美浜町土地改良区 

1,132 防災重点農業用ため池 

立花池Ⅱ 2,080 防災重点農業用ため池 

上ノ池 7,882 防災重点農業用ため池 

今 池 4,155 防災重点農業用ため池 

本ノ脇池 11,800 防災重点農業用ため池 
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Ⅴ－２ 河川・ため池位置図 
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Ⅴ－３ 重要水防箇所等 
①  河川の重要水防箇所 

水系名 河川名 左右岸 
重要水防箇所 

重要度 
危険 

理由 場所 延長(m) 

日高川 西川 左 和田椎崎橋～西川大橋 4,500  Ａ 堤防高 

日高川 西川 右 和田椎崎橋～日高川合流点 5,000  Ａ 堤防高 

日高川 東裏川 左 御坊市境界～西川合流点 1,100  Ａ 堤防高 

日高川 東裏川 右 御坊市境界～西川合流点 1,100  Ａ 堤防高 

② 海岸重要水防箇所（国土交通省河川局所管） 

地区海岸名 所   在   地 延   長 

美浜海岸吉原・和田 日高郡美浜町吉原・和田 3,050m 

③ 海岸重要水防箇所（国土交通省港湾局所管） 

名    称 所   在   地 

日高港海岸（浜の瀬・田井・吉原地区） 日高郡美浜町浜の瀬・田井・吉原地区 

  

箇 所 の 延 長 備     考 

967ｍ 平成27年度より海岸事業実施中 

④ 水こう門の重要水防箇所及び特に警戒を要する区域 

河川名 名  称 位  置 操作担当者 

西 川 

千貫樋門 和田100番地先 日高振興局部長 

内川樋門 和    田 美浜町土地改良区理事長 

第一寺田樋門NO.1 吉原289番地先 美浜町長 

第一寺田樋門NO.2 吉原277番地先 美浜町長 

第二寺田樋門 田      井 美浜町長 

東裏川樋門 和田100番地先 日高川土地改良区理事長 

田井樋門 田      井 美浜町長 

椎崎堰 和    田 日高川土地改良区理事長 

千貫堰 和    田 日高川土地改良区理事長 

日高港海岸 
美浜 陸閘NO.1 浜ノ瀬 美浜町長 

美浜 陸閘NO.2 田井 美浜町長 

美浜海岸 

吉原 陸閘NO.1 和田・吉原 美浜町長 

吉原 陸閘NO.3 和田・吉原 美浜町長 

吉原 陸閘NO.4 和田・吉原 美浜町長 

吉原 陸閘NO.6 和田・吉原 美浜町長 

吉原 陸閘NO.7 和田・吉原 美浜町長 

吉原 陸閘NO.10 和田・吉原 美浜町長 

吉原 陸閘NO.11 和田・吉原 美浜町長 

吉原 陸閘NO.13 和田・吉原 美浜町長 

吉原 陸閘NO.14 和田・吉原 美浜町長 
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美浜海岸 
美浜 陸閘NO.15 和田・吉原 美浜町長 

美浜 陸閘NO.16 和田・吉原 日高振興局建設部長 

Ⅴ－４ 重要水防箇所図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

西川左岸 

西川右岸 

東裏川左岸 

東裏川右岸 
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Ⅴ－５ 洪水浸水想定区域図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：和歌山県 
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Ⅴ－６ 南海トラフ巨大地震 津波浸水予測図 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典：美浜町津波浸水予想図（ハザードマップ） 
   （平成 26 年 3 月作成）より 
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Ⅴ－７ 震度分布図 

 
出典：和歌山県地震被害想定調査報告書 
   （平成 25 年 3 月作成）より 
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Ⅴ－８ 液状化予測図 

 

出典：和歌山県地震被害想定調査報告書 
   （平成 25 年 3 月作成）より 
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Ⅴ－９ 土砂災害警戒区域等 
①  土石流 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

調査
年度

美浜町 三尾 H21 5-381-1-010 三尾1 土石流 0 0 14,860 922

美浜町 三尾 H23 5-381-1-008 逢母1 土石流 10 0 13,126 40

美浜町 三尾 H23 5-381-1-009 逢母2 土石流 19 0 22,160 10

美浜町 三尾 H25 5-381-1-001 三尾3 土石流 6 0 20,070 206

美浜町 三尾 H25 5-381-1-003 三尾4 土石流 23 0 30,286 9

美浜町 三尾 H25 5-381-1-004 西出川右支渓 土石流 46 0 68,846 65

美浜町 三尾 H25 5-381-1-005 西出川左支渓 土石流 12 0 114,400 2,795

美浜町 三尾 H25 5-381-1-006 西出川左支渓 土石流 12 0 116,410 408

美浜町 三尾 H25 5-381-1-007 大山谷川 土石流 0 0 23,495 123

美浜町 三尾 H25 5-381-2-001 三尾2 土石流 7 0 41,011 115

美浜町 三尾 H25 5-381-2-002 三尾5 土石流 7 0 19,976 144

美浜町 三尾 H25 5-381-2-003 三尾6 土石流 6 0 7,707 111

美浜町 和田 H27 5-381-1-011 本ノ脇中川 土石流 34 0 28,994 0

美浜町 和田 H27 5-381-1-012 宮川 土石流 25 0 27,801 34

美浜町 和田 H27 5-381-1-013 和田1 土石流 10 0 28,215 0

美浜町 和田 H27 5-381-1-014 谷口川 土石流 25 0 39,009 0

美浜町 和田 H27 5-381-1-015 和田2 土石流 53 0 63,151 0

美浜町 和田 H27 5-381-1-016 和田3 土石流 78 0 67,205 0

美浜町 和田 H27 5-381-1-017 西川左支渓 土石流 7 0 11,534 0

美浜町 和田 H27 5-381-1-018 西川左支渓 土石流 9 0 20,712 0

美浜町 和田 H27 5-381-2-004 和田4 土石流 2 0 27,289 0

美浜町 和田 H27 5-381-2-005 西川左支渓 土石流 1 0 26,953 0

美浜町 和田 H27 5-381-2-006 西川左支渓 土石流 1 0 9,917 28

美浜町 和田 H27 5-381-2-007 和田5 土石流 14 0 21,066 0

美浜町 和田 H27 5-381-3-001 大谷川 土石流 1 0 14,110 7,809

美浜町 和田 H27 5-381-3-002 本ノ脇川 土石流 3 0 61,404 3,804

自然現象の
種類

区域概要

土砂災害警
戒区域内保
全人家戸数

土砂災害警
戒区域面積うち特別警

戒区域内保
全人家戸数

うち土砂災
害特別警戒

区域面積

区・町・村 字 箇所番号 区域名
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②   急傾斜地の崩壊 

 

区・町・村 箇所番号 区域名 

 区域概要 

 

 

 

 
 

 

美浜町 Ⅲ-50001 三尾（25） 急傾斜地の崩壊 0 0 2,364 488 

美浜町 Ⅲ-50002 三尾（36） 急傾斜地の崩壊 0 0 3,412 1,111 

美浜町 Ⅰ-961 中ノ浜・中ノ浜(2) 急傾斜地の崩壊 31 5 35,232 11,090 

美浜町 Ⅰ-3916 三尾 1 急傾斜地の崩壊 0 0 34,788 14,604 

美浜町 Ⅰ-3917 三尾 2 急傾斜地の崩壊 13 6 7,060 2,524 

美浜町 Ⅰ-3918 三尾 3 急傾斜地の崩壊 8 2 14,527 6,900 

美浜町 Ⅰ-3919 三尾 4 急傾斜地の崩壊 5 2 5,472 2,580 

美浜町 Ⅰ-3920 三尾 5 急傾斜地の崩壊 4 0 14,158 4,311 

美浜町 Ⅰ-3921 三尾 6 急傾斜地の崩壊 21 11 34,886 13,050 

美浜町 Ⅰ-3922 三尾 7 急傾斜地の崩壊 32 14 54,118 20,023 

美浜町 Ⅰ-3923 三尾 8 急傾斜地の崩壊 1 0 9,841 4,878 

美浜町 Ⅰ-3924 三尾 9 急傾斜地の崩壊 0 0 4,620 1,820 

美浜町 Ⅰ-3926 三尾 10 急傾斜地の崩壊 0 0 16,472 11,097 

美浜町 Ⅰ-50097 三尾 23 急傾斜地の崩壊 8 5 5,836 1,630 

美浜町 Ⅰ-50098 三尾 24 急傾斜地の崩壊 7 4 1,837 432 

美浜町 Ⅱ-4031 三尾 13 急傾斜地の崩壊 3 1 4,545 1,849 

美浜町 Ⅱ-4032 三尾 14 急傾斜地の崩壊 6 4 6,379 2,856 

美浜町 Ⅱ-4033 中ノ浜 2 急傾斜地の崩壊 3 1 753 8 

美浜町 Ⅱ-4034 三尾 15 急傾斜地の崩壊 1 1 4,950 1,643 

美浜町 Ⅱ-4035 三尾 16 急傾斜地の崩壊 1 0 15,760 9,091 

美浜町 Ⅱ-4036 三尾 17 急傾斜地の崩壊 1 0 4,319 1,960 

美浜町 Ⅱ-4037 三尾 18 急傾斜地の崩壊 1 0 56,827 46,094 

美浜町 Ⅱ-50159 三尾 20 急傾斜地の崩壊 2 1 4,345 1,291 

美浜町 Ⅱ-50160 三尾 21 急傾斜地の崩壊 1 0 897 221 

美浜町 Ⅱ-50161 三尾 22 急傾斜地の崩壊 1 1 616 135 

美浜町 Ⅲ-2519 三尾 19 急傾斜地の崩壊 1 1 9,184 5,392 

美浜町 Ⅰ-50099 三尾（29） 急傾斜地の崩壊 19 6 18,703 6,389 

美浜町 Ⅰ-50100 三尾（30） 急傾斜地の崩壊 5 3 4,363 1,466 

美浜町 Ⅰ-50101 三尾（32） 急傾斜地の崩壊 6 3 7,622 2,824 

土砂災害警

戒区域内保

全人家戸数 

うち特別警

戒区域内保

全人家戸数 

土砂災害警

戒区域面積 

うち土砂災

害特別警戒

区域面積 

自然現象の種類 
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美浜町 Ⅰ-50102 三尾（34） 急傾斜地の崩壊 7 5 5,342 1,637 

美浜町 Ⅱ-50162 三尾（26） 急傾斜地の崩壊 2 2 2,038 463 

美浜町 Ⅱ-50163 三尾（27） 急傾斜地の崩壊 2 1 836 196 

美浜町 Ⅱ-50164 三尾（28） 急傾斜地の崩壊 2 1 998 321 

美浜町 Ⅱ-50165 三尾（31） 急傾斜地の崩壊 1 1 788 196 

美浜町 Ⅱ-50166 三尾（33） 急傾斜地の崩壊 1 0 1,900 687 

美浜町 Ⅱ-50167 三尾（35） 急傾斜地の崩壊 5 1 3,929 1,355 

美浜町 Ⅱ-50168 三尾（37） 急傾斜地の崩壊 1 1 346 90 

美浜町 Ⅰ-50107 三尾(44) 急傾斜地の崩壊 11 0 19,164 6,814 

美浜町 Ⅱ-50192 三尾(38) 急傾斜地の崩壊 4 2 6,041 2,009 

美浜町 Ⅱ-50193 三尾(39) 急傾斜地の崩壊 1 1 6,717 2,412 

美浜町 Ⅱ-50194 三尾(40) 急傾斜地の崩壊 1 0 559 67 

美浜町 Ⅱ-50195 三尾(41) 急傾斜地の崩壊 3 2 6,653 2,391 

美浜町 Ⅱ-50196 三尾(42) 急傾斜地の崩壊 4 1 4,603 1,384 

美浜町 Ⅱ-50197 三尾(43) 急傾斜地の崩壊 1 1 1,174 339 

美浜町 Ⅰ-962 久保谷・西裏 急傾斜地の崩壊 10 3 10,188 1,369 

美浜町 Ⅰ-963 西裏・立花 急傾斜地の崩壊 11 1 5,675 156 

美浜町 Ⅰ-964 椎崎 急傾斜地の崩壊 5 1 4,767 335 

美浜町 Ⅰ-965 北裏 急傾斜地の崩壊 3 2 5,377 957 

美浜町 Ⅰ-966 東裏 急傾斜地の崩壊 20 0 31,341 7,907 

美浜町 Ⅰ-967 田連・西裏 急傾斜地の崩壊 3 1 2,751 421 

美浜町 Ⅰ-3910 和田東裏 1 急傾斜地の崩壊 10 5 15,789 8,500 

美浜町 Ⅰ-3911 和田東裏 2 急傾斜地の崩壊 26 9 20,273 9,361 

美浜町 Ⅰ-3912 和田 2 急傾斜地の崩壊 5 3 12,777 4,678 

美浜町 Ⅰ-3913 和田 3 急傾斜地の崩壊 21 9 36,896 14,607 

美浜町 Ⅰ-3914 和田 4 急傾斜地の崩壊 6 0 9,531 3,687 

美浜町 Ⅰ-3915 和田 5 急傾斜地の崩壊 7 1 13,382 5,387 

美浜町 Ⅰ-3925 和田 6 急傾斜地の崩壊 7 5 14,961 7,048 

美浜町 Ⅰ-50175 和田(9) 急傾斜地の崩壊 12 6 9,173 2,143 

美浜町 Ⅱ-4026 和田椎崎 急傾斜地の崩壊 1 0 299 55 

美浜町 Ⅱ-4027 和田 7 急傾斜地の崩壊 0 0 2,039 1,058 

美浜町 Ⅱ-4028 和田 8 急傾斜地の崩壊 1 0 1,607 599 

美浜町 Ⅱ-4029 三尾 11 急傾斜地の崩壊 1 1 22,952 14,066 

美浜町 Ⅱ-4030 三尾 12 急傾斜地の崩壊 1 0 16,100 7,433 

美浜町 Ⅱ-4038 和田西裏 急傾斜地の崩壊 1 0 3,492 731 
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美浜町 Ⅱ-50250 和田(10) 急傾斜地の崩壊 1 0 882 101 

美浜町 Ⅱ-50251 和田(11) 急傾斜地の崩壊 1 0 849 0 

美浜町 Ⅲ-2517 和田本ノ脇 1 急傾斜地の崩壊 0 0 7,331 3,877 

美浜町 Ⅲ-2518 和田本ノ脇 2 急傾斜地の崩壊 1 0 14,438 6,159 

美浜町 Ⅲ-2549 大平谷 1 急傾斜地の崩壊 0 0 1,169 113 

 

③  地すべり 

美浜町 388 三尾 地すべり 8  14,438 6,159 

美浜町 363 和田 地すべり 104  1,169 113 

 

 
 

④  山地災害 
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Ⅴ－10 道路危険予想箇所 

 
○ 道路要対策箇所数（県道） 

路 線 名 要対策箇所数 

御坊由良線 ５カ所 

日の岬公園線 １カ所 

 
Ⅴ－11 防災上の配慮を要する者が利用する施設 

① 洪水 

施設の区分 施設の名称 所在地 

社会福祉施設 こじか園 美浜町和田 2111-55 

社会福祉施設 グループホーム松風みはま 美浜町和田 824-9 

社会福祉施設 老人保健施設プラトン 美浜町田井 420-1 

病院 橋本整形外科 美浜町田井 400-1 

病院 森本医院 美浜町田井 313-1 

病院 龍神医院 美浜町吉原 264 

 

② 土砂災害 

施設の区分 施設の名称 所在地 

社会福祉施設 特別養護老人ホームときわ寮 美浜町三尾 9 
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③ 津波災害 

施設の区分 施設の名称 所在地 

学校 和歌山県立みはま支援学校 美浜町和田 1138-259 

学校 美浜町立松原小学校 美浜町吉原 774-5 

学校 美浜町立和田小学校 美浜町和田 1138-176 

学校 美浜町立松洋中学校 美浜町吉原 958 

社会福祉施設 こじか保育園 美浜町和田 2111-55 

社会福祉施設 美浜町立ひまわりこども園 美浜町吉原 602-1 

社会福祉施設 独立行政法人国立和歌山病院くろしお保育園 

 
美浜町和田 1138 

社会福祉施設 松原クラブ 美浜町吉原 958 

社会福祉施設 友遊クラブ 美浜町和田 1084 

社会福祉施設 社会福祉法人美浜町社会福祉協議会 美浜町和田 1138-326 

社会福祉施設 グループホーム松風みはま 美浜町和田 824-9 

社会福祉施設 老人保健施設プラトン 美浜町田井 402-1 

社会福祉施設 養護老人ホームときわ寮 美浜町和田 1138-180 

社会福祉施設 社会福祉法人太陽福祉会太陽作業所 美浜町和田 1138 

社会福祉施設 通所介護日高リハビリセンター 美浜町和田 1901-8 

病院 独立行政法人国立和歌山病院 美浜町和田 1138 

病院 森本医院 美浜町田井 313-1 

病院 橋本整形外科 美浜町田井 400-1 

病院 龍神医院 美浜町吉原 264 

病院 玉置循環器科 美浜町和田 1138-198 

病院 大原内科 美浜町和田 1138-104 

病院 五木田歯科医院 美浜町吉原 890 
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Ⅴ－12 洪水・土砂災害ハザードマップ 

 
 出典：美浜町洪水・土砂災害ハザード 

マップ（令和 2 年 3 月改訂）より 
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［Ⅵ 医療・教育施設等］ 
 

Ⅵ－１ 医療機関 

医療機関名 所在地 電話番号 

独立行政法人 国立病院機構 和歌山病院 美浜町和田１１３８ 
0738-22-

3256  

大原内科 美浜町和田１１３８―１０４ 
0738-23-

3300 

玉置循環器科 美浜町和田 1138-198 
0738-22-

3322 

橋本整形外科 美浜町田井 400-1 
0738-22-

0036 

森本医院 美浜町田井 313-1 
0738-24-

3333 

龍神医院 美浜町吉原 264 
0738-22-

6686 

 

Ⅵ－２ 教育施設一覧 

 

名称 所在地 築年 
面積 

㎡ 
階数 構造 

松洋中学校 吉原 
S51 

H4・H9 

6,759.9

5  
1・2・3 RC・S 

松原小学校 吉原 

S31・S40 

S46・S57 

S58・H8 

3,629.9

2  
1・2・3 RC・S 

和田小学校 和田 

S44・S45 

S50・S54 

S60・S62 

3,568.5

3  
1・2・3 RC・S 

ひまわりこども園 吉原  H20 
2,860.6

5 
1・2 RC・S 
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［Ⅶ 基準等］ 

 

Ⅶ－１ 震度階級解説表 

 

○使用にあたっての留意事項 

気象庁が発表している震度は、原則として地表や低層建物の一階に設置した震度計に

よる観測値です。この資料は、ある震度が観測された場合、その周辺で実際にどのような現

象や被害が発生するかを示すもので、それぞれの震度に記述される現象から震度が決定さ

れるものではありません。  

地震動は、地盤や地形に大きく影響されます。震度は震度計が置かれている地点での観

測値であり、同じ市町村であっても場所によって震度が異なることがあります。また、中高

層建物の上層階では一般に地表より揺れが強くなるなど、同じ建物の中でも、階や場所によ

って揺れの強さが異なります。  

震度が同じであっても、地震動の振幅（揺れの大きさ）、周期（揺れが繰り返す時の 1

回あたりの時間の長さ）及び継続時間などの違いや、対象となる建物や構造物の状態、地盤

の状況により被害は異なります。  

この資料では、ある震度が観測された際に発生する被害の中で、比較的多く見られるも

のを記述しており、これより大きな被害が発生したり、逆に小さな被害にとどまる場合もあ

ります。また、それぞれの震度階級で示されている全ての現象が発生するわけではありませ

ん。  

この資料は、主に近年発生した被害地震の事例から作成したものです。今後、5年程度

で定期的に内容を点検し、新たな事例が得られたり、建物・構造物の耐震性の向上等によっ

て実状と合わなくなった場合には変更します。  

この資料では、被害などの量を概数で表せない場合に、一応の目安として、次の副詞・

形容詞を用いています。  
 

用語 意味 

まれに 極めて少ない。めったにない。 

わずか 数量・程度が非常に少ない。ほんの少し。 

大半 半分以上。ほとんどよりは少ない。 

ほとんど 全部ではないが、全部に近い。 

が（も）ある、 
が（も）いる 

当該震度階級に特徴的に現れ始めることを表し、量的には多くはないがその数量・
程度の概数を表現できかねる場合に使用。 

多くなる 量的に表現できかねるが、下位の階級より多くなることを表す。 

さらに多くなる 
上記の「多くなる」と同じ意味。下位の階級で上記の「多くなる」が使われている
場合に使用。 

※ 気象庁では、アンケート調査などにより得られた震度を公表することがありますが、これらは「震度○相当」と表

現して、震度計の観測から得られる震度と区別しています。 
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○人の体感・行動、屋内の状況、屋外の状況 

震度 

階級 
人の体感・行動 屋内の状況 屋外の状況 

0 
人は揺れを感じない
が、地震計には記録さ
れる。 

－ － 

1 

屋内で静かにしている
人の中には、揺れをわ
ずかに感じる人がい
る。 

－ － 

2 

屋内で静かにしている
人の大半が、揺れを感
じる。眠っている人の
中には、目を覚ます人
もいる｡  

電灯などのつり下げ物が、わずか
に揺れる。 

－ 

3 

屋内にいる人のほとん
どが、揺れを感じる。
歩いている人の中に
は、揺れを感じる人も
いる。眠っている人の
大半が、目を覚ます。 

棚にある食器類が音を立てること
がある。 

電線が少し揺れる。 

4 

ほとんどの人が驚く。
歩いている人のほとん
どが、揺れを感じる。
眠っている人のほとん
どが、目を覚ます。 

電灯などのつり下げ物は大きく揺
れ､棚にある食器類は音を立てる。
座りの悪い置物が、倒れることが
ある。 

電線が大きく揺れる。自動車を
運転していて、揺れに気付く人
がいる。 

5 弱 
大半の人が、恐怖を覚
え、物につかまりたい
と感じる。 

電灯などのつり下げ物は激しく揺
れ､棚にある食器類、書棚の本が落
ちることがある。座りの悪い置物
の大半が倒れる。固定していない
家具が移動することがあり、不安
定なものは倒れることがある。 

まれに窓ガラスが割れて落ちる
ことがある。電柱が揺れるのが
わかる。道路に被害が生じるこ
とがある｡ 

5 強 

大半の人が、物につか
まらないと歩くことが
難しいなど、行動に支
障を感じる。 

棚にある食器類や書棚の本で、落
ちるものが多くなる。テレビが台
から落ちることがある。固定して
いない家具が倒れることがある。 

窓ガラスが割れて落ちることが
ある。補強されていないブロッ
ク塀が崩れることがある。据付
けが不十分な自動販売機が倒れ
ることがある。自動車の運転が
困難となり、停止する車もある。 

6 弱 
立っていることが困難
になる。 

固定していない家具の大半が移動
し、倒れるものもある｡ドアが開か
なくなることがある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損、
落下することがある。 

6 強 立っていることができ
ず、はわないと動くこ
とができない。揺れに
ほんろうされ、動くこ
ともできず、飛ばされ
ることもある。 

固定していない家具のほとんどが
移動し、倒れるものが多くなる。 

壁のタイルや窓ガラスが破損、
落下する建物が多くなる。補強
されていないブロック塀のほと
んどが崩れる。 

7 
固定していない家具のほとんどが
移動したり倒れたりし、飛ぶこと
もある｡ 

壁のタイルや窓ガラスが破損､
落下する建物がさらに多くな
る。補強されているブロック塀
も破損するものがある。 
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○木造建物（住宅）の状況 

震度 

階級 

木造建物（住宅） 

耐震性が高い 耐震性が低い 

5 強 － 

壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがあ
る。 

壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 

6 弱 
壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみら
れることがある。 

壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 
壁などに大きなひび割れ・亀裂が入ることがある。 
瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒
れるものもある。 

6 強 
壁などにひび割れ・亀裂がみられるこ
とがある。 

壁などに大きなひび割れ・亀裂が入るものが多くな
る。 
傾くものや、倒れるものが多くなる。 

7 
壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。 
まれに傾くことがある。 

傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 

（注 1）木造建物（住宅）の耐震性により２つに区分けした。耐震性は、建築年代の新しいものほど高い傾向があり、

概ね昭和 56 年（1981 年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降には耐震性が高い傾向がある。しかし、

構法の違いや壁の配置などにより耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が

決まるものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

（注 2）この表における木造の壁のひび割れ、亀裂、損壊は、土壁（割り竹下地）、モルタル仕上壁（ラス、金網下地

を含む）を想定している。下地の弱い壁は、建物の変形が少ない状況でも、モルタル等が剥離し、落下しやすくな

る。 

（注 3）木造建物の被害は、地震の際の地震動の周期や継続時間によって異なる。平成 20 年（2008 年）岩手・宮城

内陸地震のように、震度に比べ建物被害が少ない事例もある。  
 

○鉄筋コンクリート造建物の状況 

震度 

階級 

鉄筋コンクリート造建物 

耐震性が高い 耐震性が低い 

5 強 － 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が
入ることがある。 

6 弱 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割
れ・亀裂が入ることがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が
多くなる。 

6 強 
壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割
れ・亀裂が多くなる。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X 状のひ
び割れ・亀裂がみられることがある。 
１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがあ
る。 

7 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、ひび割
れ・亀裂がさらに多くなる。 
1 階あるいは中間階が変形し、まれに傾
くものがある。 

壁、梁（はり）、柱などの部材に、斜めや X 状のひ
び割れ・亀裂が多くなる。 
１階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが多く
なる。 

（注 1） 鉄筋コンクリート造建物では、建築年代の新しいものほど耐震性が高い傾向があり、概ね昭和 56 年（1981

年）以前は耐震性が低く、昭和 57 年（1982 年）以降は耐震性が高い傾向がある。しかし、構造形式や平面的、立

面的な耐震壁の配置により耐震性に幅があるため、必ずしも建築年代が古いというだけで耐震性の高低が決まる

ものではない。既存建築物の耐震性は、耐震診断により把握することができる。 

（注 2） 鉄筋コンクリート造建物は、建物の主体構造に影響を受けていない場合でも、軽微なひび割れがみられるこ

とがある。  
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○地盤・斜面等の状況 

震度 

階級 
地盤の状況 斜面等の状況 

5 弱 亀裂※1 や液状化※2 が生じることが
ある。 

落石やがけ崩れが発生することがある。 
5 強 

6 弱 地割れが生じることがある。 がけ崩れや地すべりが発生することがある。 

6 強 
大きな地割れが生じることがある。 

がけ崩れが多発し、大規模な地すべりや山体の崩壊が
発生することがある※3。 7 

※1 亀裂は、地割れと同じ現象であるが、ここでは規模の小さい地割れを亀裂として表記している。 

※2 地下水位が高い、ゆるい砂地盤では、液状化が発生することがある。液状化が進行すると、地面からの泥水の噴

出や地盤沈下が起こり、堤防や岸壁が壊れる、下水管やマンホールが浮き上がる、建物の土台が傾いたり壊れたり

するなどの被害が発生することがある。 

※3 大規模な地すべりや山体の崩壊等が発生した場合、地形等によっては天然ダムが形成されることがある。また、

大量の崩壊土砂が土石流化することもある。 

○ライフライン・インフラ等への影響 

ガス供給の停
止 

安全装置のあるガスメーター（マイコンメーター）では震度５弱程度以上の揺れで
遮断装置が作動し、ガスの供給を停止する。 
さらに揺れが強い場合には、安全のため地域ブロック単位でガス供給が止まること
がある※。 

断水、停電の発
生 

震度５弱程度以上の揺れがあった地域では、断水、停電が発生することがある※。 

鉄道の停止、 
高速道路の規
制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、
運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確
認のための基準は、事業者や地域によって異なる。） 

電話等通信の
障害 

地震災害の発生時、揺れの強い地域やその周辺の地域において、電話・インターネッ
ト等による安否確認、見舞い、問合せが増加し、電話等がつながりにくい状況（ふく
そう）が起こることがある。そのための対策として、震度６弱程度以上の揺れがあっ
た地震などの災害の発生時に、通信事業者により災害用伝言ダイヤルや災害用伝言
板などの提供が行われる。 

鉄道の停止、 
高速道路の規
制等 

震度４程度以上の揺れがあった場合には、鉄道、高速道路などで、安全確認のため、
運転見合わせ、速度規制、通行規制が、各事業者の判断によって行われる。（安全確
認のための基準は、事業者や地域によって異なる。） 

エレベーター

の停止 
地震管制装置付きのエレベーターは、震度５弱程度以上の揺れがあった場合、安全のた

め自動停止する。運転再開には、安全確認などのため、時間がかかることがある。 

※震度 6強程度以上の揺れとなる地震があった場合には、広い地域で、ガス、水道、電気の供給が停止することがあ

る。  

○大規模構造物への影響 

長周期地震
動※による
超高層ビル
の揺れ 

超高層ビルは固有周期が長いため、固有周期が短い一般の鉄筋コンクリート造建物に比
べて地震時に作用する力が相対的に小さくなる性質を持っている。しかし、長周期地震
動に対しては、ゆっくりとした揺れが長く続き、揺れが大きい場合には、固定の弱いＯ
Ａ機器などが大きく移動し、人も固定しているものにつかまらないと、同じ場所にいら
れない状況となる可能性がある。 

石油タンク
のスロッシ
ング 

長周期地震動により石油タンクのスロッシング（タンク内溶液の液面が大きく揺れる現
象）が発生し、石油がタンクから溢れ出たり、火災などが発生したりすることがある。 

大規模空間
を有する施
設の天井等
の破損、脱落 

体育館、屋内プールなど大規模空間を有する施設では、建物の柱、壁など構造自体に大
きな被害を生じない程度の地震動でも、天井等が大きく揺れたりして、破損、脱落する
ことがある。 

※規模の大きな地震が発生した場合、長周期の地震波が発生し、震源から離れた遠方まで到達して、平野部では地盤

の固有周期に応じて長周期の地震波が増幅され、継続時間も長くなることがある。  
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Ⅶ－２ 気象予報等の発表区域 
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Ⅶ－３ 気象予警報等の種類及び発表基準 

 

美浜町の警報・注意報発表基準             （令和７年５月２９日現在） 
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・大雨、洪水、大雪、高潮、波浪の警報・注意報、暴風警報、暴風雪警報、強風注意報、風

雪注意報及び記録的短時間大雨情報では、基準における「…以上」の「以上」を省略した。

また、乾燥注意報、濃霧注意報では、基準における「…以下」の「以下」を省略した。な

お、上記以外の注意報では、基準の表記が多岐にわたるため、省略は行っていない。 

  ・融雪及び着氷注意報では、美浜町において現象による災害がきわめて稀であり、災害との

関係が不明確であるため具体的な基準を定めていないことから、その欄を空白としてい

る。また、洪水警報の複合基準は定めていないことから、その欄を“－”で示している。 

  ・土壌雨量指数基準値は、本表には美浜町における基準値の最低値を示している。 

  ・洪水の欄中、｢○○川流域=１１｣は、｢○○川流域の流域雨量指数１１ 以上｣を意味する。 

  ・洪水の欄中、「指定河川洪水予報による基準」の「○○川[△△]」は、洪水警報において

は「指定河川である○○川に発表された洪水予報において、△△基準観測点で氾濫警戒情

報、または、氾濫危険情報の発表基準を満たしている場合に洪水警報を発表する」ことを、

洪水注意報においては、同じく「△△基準観測点で氾濫注意情報の発表基準を満たしてい

る場合に洪水注意報を発表する」ことを意味する。 

  ・高潮警報・注意報の潮位は一般に高さを示す「標高」で表す。「標高」の基準面として東

京湾平均海面（TP）を用いる。 

  ・地震等、不測の事態により気象災害にかかわる諸条件が変化し、通常の基準を適用するこ

とが適切でない状態となることがある。このような場合は、非常措置として基準のみにと

らわれない警報・注意報の運用を行うことがある。また、このような状態がある程度長期

間継続すると考えられる場合には、特定の警報・注意報について、対象地域を必要最小限

の範囲に限定して「暫定基準」を設定し、通常より低い基準で運用することがある。 

＜参考＞  

土壌雨量指数 ： 土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中

に貯まっている雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、1km 四方の領

域ごとに算出する。 

流域雨量指数 ： 流域雨量指数は、河川の上流域に降った雨により、どれだけ下流の対象地

点の洪水危険度が高まるかを把握するための指標で、河川流域を１ｋｍ四方の領域に分

けて算出する。 

 

気象等に関する特別警報の発表基準 

種  類 発  表  基  準 

特

別

警

報 

 

大雨 台風や集中豪雨により数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合 

暴風 
数十年に一度の強度の台風や同

程度の温帯低気圧により 

暴風が吹くと予想される場合 

高潮 高潮になると予想される場合 

波浪 高波になると予想される場合 

暴風雪 
数十年に一度の強度の台風と同程度の温帯低気圧により雪を伴う暴風が吹くと予

想される場合 

大雪 数十年に一度の降雪量となる大雪が予想される場合 

（注）発表にあたっては、降水量、積雪量、台風の中心気圧、最大風速などについて過去の災

害事例に照らして算出した客観的な指標を設け、これらの実況および予想に基づいて判断をす

る。  
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 ① 和歌山地方気象台所管の気象観測所一覧表 
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② 和歌山地方気象台所管の気象観測所配置図 
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③ 和歌山地方気象台所管の地震観測施設 

 

観測所 所 在 地 震度発表名称 所 管 官 署 備  考 

和歌山 和歌山市男野芝丁4 和歌山市男野芝丁 和歌山地方気象台 震度計、地震計 

潮 岬 東牟婁郡串本町潮岬3380-1 串本町潮岬 和歌山地方気象台 震度計、地震計 

高野山 伊都郡高野町高野山26-2 高野町高野山中学校 和歌山地方気象台 震度計、地震計 

みなべ 日高郡みなべ町土井431 みなべ町土井 和歌山地方気象台 震度計、地震計 

新 宮 新宮市新宮451 新宮市新宮 和歌山地方気象台 震度計 

有 田 有田市箕島50 有田市箕島 和歌山地方気象台 震度計 

御 坊 御坊市薗266 御坊市薗 和歌山地方気象台 震度計 

白 浜 西牟婁郡白浜町2927-259 白浜町消防本部 和歌山地方気象台 震度計 

粉 河 紀の川市粉河1479 紀の川市粉河 和歌山地方気象台 震度計 

古座川 東牟婁郡古座川町高池770 古座川町高池 和歌山地方気象台 震度計 

田 辺 田辺市中辺路町近露177-3 田辺市中辺路町近露 和歌山地方気象台 震度計、地震計 

資料：和歌山地方気象台（令和７年４月現在） 

 

④ 和歌山地方気象台所管の津波観測点 

津波情報発表名称 所在地 所 管 官 署 

和歌山 和歌山県和歌山市和歌山下津港 和歌山地方気象台 

御坊市祓井戸 和歌山県御坊市名田町野島祓井戸漁港 和歌山地方気象台 

白浜町堅田 和歌山県西牟婁郡白浜町堅田漁港 和歌山地方気象台 

串本町袋港 和歌山県東牟婁郡串本町袋港 和歌山地方気象台 

那智勝浦町浦神 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町浦神港 和歌山地方気象台 

和歌山白浜沖 
白浜町瀬戸崎より沖合約 17km 

（GPS波浪計） 
和歌山地方気象台 

資料：和歌山地方気象台（令和７年４月現在） 

 

⑤ 和歌山地方気象台所管の潮位観測所 

観測所 所在地 管理者 観測者 電 話 備 考 

和歌山 和 歌 山 市 和歌山地方気象台 和歌山地方気象台 073-422-5348 和歌山港 

御 坊 御 坊 市 和歌山地方気象台 和歌山地方気象台 073-422-5348 祓井戸漁港 

白 浜 白 浜 町 和歌山地方気象台 和歌山地方気象台 073-422-5348 堅田漁港 

串 本 串 本 町 和歌山地方気象台 和歌山地方気象台 073-422-5348 袋港 

浦 神 那智勝浦町 和歌山地方気象台 和歌山地方気象台 073-422-5348 浦神港 

資料：和歌山地方気象台（令和７年４月現在） 
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⑥ 和歌山地方気象台所管の地震計、震度計、津波観測点、潮位観測所配置図 
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Ⅶ－４ 災害救助法の適用基準 

 

 
人口(人) 

法適用となる

滅失世帯数 

1,000 世帯以上滅失世帯があった場合の法適

用となる本町の滅失世帯数 

美浜町 6,867 40 世帯 20 世帯 

（令和 2年度国勢調査） 
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Ⅶ－５ 災害救助法による救助の程度、方法及び期間 

救助の
種類 

対    象 費用の限度額 期間 備     考 

避難所

の設置 

災害により現に被害を受

け、又は受けるおそれのあ

る者 

（基本額） 

 避難所設置費 

 1人 1日当たり 360円以内 

 

高齢者等の要援護者等を収容する｢福

祉避難所｣を設置した場合、当該地域に

おける通常の実費を支出でき、上記を

超える額を加算できる。 

災 害 発 生

の日から7

日以内 

1 費用は、避難所の設置、維持

及び管理のための賃金、消耗器

材費、建物等の使用謝金、借上

費又は購入費、光熱水費並びに

仮設便所等の設置費を含む。 

2 避難に当たっての輸送費は

別途計上 

3 避難所での避難生活が長期

にわたる場合等においては、避

難所で避難生活している者へ

の健康上の配慮等により、ホテ

ル・旅館など宿泊施設を借上げ

て実施することが可能 

応急仮

設住宅

の供与 

住家が全壊、全焼又は流失

し、居住する住家がない者

であって、自らの資力では

住宅を得ることができない

者 

1 規格 

1戸当たり平均29.7㎡(9坪)を基準とす

る。 

2 限度額  

1戸当たり7,089,000円以内 

3 同一敷地内等に概ね50戸以上設置し

た場合は､集会等に利用するための施

設を設置できる｡(規模、費用は別に定

めるところによる)  

災 害 発 生

の 日 か ら

20 日 以 内

着工 

1 平均1戸当たり29.7㎡、

7,089,000円以内であればよ

い。 

2 高齢者等の要援護者等を数

人以上収容する｢福祉仮設住

宅｣ を設置できる。 

3 供与期間 

 最高2年以内 

4 民間賃貸住宅の借り上げに

よる設置も対象とする。 

炊き出

しその

他によ

る食品

の給与 

1 避難所に収容された者 

2 全半壊（焼）、流失、床上

浸水で炊事できない者 

3 床下浸水で自宅において

自炊不可能な者 

1 1人1日当たり1,390円以内 

2 被災地から縁故先(遠隔地)等に一時

避難する場合3日分支給可 (大人､小人

の区別なし) 

災 害 発 生

の日から7

日以内 

食品給与のための総経費を延

給食日数で除した金額が限度

額以内であればよい。 

（1食は1/3日） 

飲料水

の供給 

現に飲料水を得ることがで

きない者（飲料水及び炊事

のための水であること。） 

当該地域における通常の実費 

災 害 発 生

の日から7

日以内 

輸送費、人件費は別途計上 

被服、

寝具そ

の他生

活必需

品の給

与又は

貸与 

全半壊（焼）、流失、床上浸

水等により、生活上必要な

被服、寝具、その他生活必需

品を喪失、または毀損し、直

ちに日常生活を営むことが

困難な者 

 

 

1 夏季（4月～9月）、冬季（10月～3月）

の季別は災害発生の日をもって決定す

る。 

2 下記金額の範囲内 

 

災 害 発 生

の 日 か ら

10日以内 

1 備蓄物資の価格は年度当初

の評価額 

2 現物給付に限ること 

区  分 1人世帯 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 
6人 以 上

1人 増 すご
とに加算 

全 壊 
全 焼 
流 失 
 

夏 20,300 26,100 38,700 46,200 58,500 8,500 

冬 33,700 43,500 60,600 70,900 89,300 12,300 

半 壊 
半 焼 
床上浸
水 

夏 6,700 8,900 13,400 16,300 20,500 2,900 

冬 10,700 14,000 19,900 23,600 29,800 3,900 
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救助の種類 対    象 費用の限度額 期間 備     考 

医  療 
医療の途を失った者 

（応急的処置） 

1 救護班…使用した薬剤､治療材

料、医療器具破損等の実費 

2 病院又は診療所…国民健康保険

診療報酬の額以内 

3 施術者…協定料金の額以内 

災害発生の日

から14日以内 

  

患者等の移送費は、別途

計上 

助  産 

災害発生の日以前又は以後7

日以内に分べんした者であ

って災害のため助産の途を

失った者（出産のみならず、

死産及び流産を含み現に助

産を要する状態にある者） 

1 救護班等による場合は､使用し

た衛生材料等の実費 

2 助産師による場合は、慣行料金

の100分の80以内の額 

分べんした日

から7日以内 

  

妊婦等の移送費は、別途

計上 

災害にかかっ

た者の救出 

1 現に生命、身体が危険な状

態にある者 

2 生死不明な状態にある者 

当該地域における通常の実費 
災害発生の日

から3日以内 

1 期間内に生死が明ら

かにならない場合は、以

後「死体の捜索」として

取り扱う 

2 輸送費、人件費は、別

途計上 

住家の被害の

拡大を防災す

るための緊急

の修理 

住家が半壊（焼）又はこれに

準ずる程度の損傷を受け、雨

水の浸入等を放置すれば住

家の被害が拡大するおそれ

がある者 

緊急の修理が必要な部分 

 

1 世帯当たり53,900円以内 

災害発生の日

から10日以内 

1 大規模半壊、中規模半

壊、半壊、準半壊が対象

（全壊は、修理すること

で居住が可能な場合） 

2 ブルーシート、ロー

プ、土のうなどの資材費

及び建設業者・団体等が

行う際の施工費用 

災害にかかっ

た住宅の応急

修理 

住宅が半壊(焼)し、自らの資

力により応急修理をするこ

とができない者 

大規模な補修を行わなけれ

ば居住することが困難な程

度に住家が半壊した者 

居室、炊事場及び便所等日常生活

に必要最小限度の部分 

  

1 世帯当たり739,000円以内 

2 半壊又は半焼に準ずる程度の損

傷により被害を受けた世帯 

358,000円以内 

災害発生の日

から3ヵ月以

内 

ただし、国の

災害対策本部

が設置された

場合は、災害

発生の日から

6ヶ月以内 

－ 

学用品の 

給与 

住家の全壊(焼)、流失半壊

(焼)又は床上浸水により学

用品を喪失又は毀損し、就学

上支障のある小学校児童、中

学校生徒及び高等学校等生

徒 

 

1 教科書及び教科書以外の教材で

教育委員会に届出又はその承認を

受けて使用している教材、又は正

規の授業で使用している教材実費 

2 文房具及び通学用品は､一人当

たり次の金額以内 

 小学校児童    5,500円 

  中学校生徒    5,800円 

高等学校生徒   6,300円 

災害発生の日

から 

（教科書） 

1ヵ月以内 

（文房具及び

通学用品） 

15日以内 

1 備蓄物資は評価額 

2 入進学時の場合は

個々の実情に応じて支

給する。 

埋  葬 

 

災害の際死亡した者を対象

にして実際に埋葬を実施す

る者に支給 

 

1体当たり 

 大人(12歳以上) 

  232,200円以内 

 小人(12歳未満) 

  185,700円以内 

災害発生の日

から 

10日以内 

 

 

災害発生の日以前に死

亡した者であっても対

象となる。 
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救助の種類 対    象 費用の限度額 期間 備     考 

遺体の捜索 

行方不明の状態にあり、か

つ、四囲の事情により既に死

亡していると推定される者 

当該地域における通常の実費 

災害発生の日

から10日以内 

  

1 輸送費、人件費は、別

途計上 

2 災害発生後3日を経過

したものは一応死亡し

た者と推定している。 

遺体の処理 

災害の際死亡した者につい

て、死体に関する処理(埋葬

を除く)をする。 

（洗浄、消毒等） 

1体当たり 3,700円以内 

一   既存建物借上費 

時    通常の実費 

保   既存建物以外 

存    1体当たり  

       5,900円以内 

検   救護班以外は慣行料金 

案  

災害発生の日

から10日以内 

1 検案は原則として救

護班 

2 輸送費、人件費、別途

計上 

3 死体の一時保存にド

ライアイスの購入費等

が必要な場合は当該地

域における通常の実費

を加算できる。 

障害物の除去 

居室、炊事場、玄関等に障害

物が運びこまれているため

生活に支障をきたしている

場合で自力では除去するこ

とのできない者 

1世帯当たり 

  143,900円以内 

災害発生の日

から10日以内 
－ 

輸送費及び賃

金職員等雇上

費（法第4条第

1項） 

1 被災者の避難 

2 医療及び助産 

3 被災者の救出 

4 飲料水の供給 

5 死体の捜索 

6 死体の処理 

7 救済用物資の整理配分 

当該地域における通常の実費 

救助の実施が

認められる期

間以内 

－ 

輸送費及び賃

金職員等雇上

費（法第4条第

2項） 

避難者の避難に係る支援 当該地域における通常の実費 

救助の実施が

認められる期

間以内 

災害が発生するおそれ段階

の救助は、高齢者・障害者

等で避難行動が困難な要配

慮者の方の輸送であり、以

下の費用を対象とする。・ 

・避難所へ輸送するための

バス借上げ等に係る費用 

・避難者がバス等に乗降す

るための補助員など、避難

支援のために必要となる賃

金職員等雇上費 
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救助の種類 対    象 費用の限度額 期間 備     考 

実費弁償 

災害救助法施行令第4条第1

号から第4号までに規定する

者 

1人1日当たり 

医師、歯科医師 

    21,000円以内 

  薬剤師 

    15,100円以内 

 保健師､助産師､看護師 

   16,200円以内 

 土木技術、建築技術者 

    15,800円以内 

 大工 

21,800円以内 

左官 

23,200円以内 

とび職 

    24,000円以内 

 救急救命士 

  14,500円以内 

救助の実施が

認められる期

間以内 

時間外勤務手当及び旅

費は別途に定める額 

※ この基準によっては救助の適切な実施が困難な場合には、都道府県知事は、厚生労働大臣に協議し、

その同意を得た上で、救助の程度、方法及び期間を定めることができる。 
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Ⅶ－６ 被害認定基準 

 

被害の種類 報告番号 基準 

人

的

被

害 

死者 1 
当該災害が原因で死亡し、死体を確認した者、又は死体を確認するこ

とができないが死亡したことが確実なものとする。 

行方不明 2 
当該災害が原因で所在不明となり、かつ死亡の疑いのあるものとす

る。 

重傷者 3 
災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあるものの

うち 1 月以上の治療を要する見込みのもの 

軽傷者 4 
災害のため負傷し、医師の治療を受け、又は受ける必要のあるものの

うち 1 月未満で治療できる見込みのもの 

住

家

被

害 

住 家   
現実に居住のため使用している建物をいい、社会通念上の住家である

かどうかを問わない。 

世 帯   生計を一つにしている実際の生活単位をいう。 

全 壊 

（全  焼） 

（流 出） 

5～7 

住家が滅失したもので、具体的には、住家の損壊、若しくは流失した

部分の床面積が、その住家の延床面積の 70％以上に達したもの又は住

家の主要構造部の被害額がその住家の時価の 50％以上に達した程度の

ものとする。 

大規模半壊 8～10 

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具

体的には損壊部分が、その住家の延床面積の 50%以上 70%未満のもの又

は住家の主要構造部の被害額が 40%以上 50%未満のものとする。 

中規模半壊 8～10 
住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具

体的には損壊部分が、その住家の延床面積の 30%以上 50%未満のもの又

は住家の主要構造部の被害額が 30%以上 40%未満のものとする。 

半 壊 

（半  焼） 
8～10 

住家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具

体的には損壊部分が、その住家の延床面積の 20％以上 30％未満のもの

又は住家の主要構造部の被害額が 20％以上 30％未満のものとする。 

準半壊 8～10 
家の損壊が甚だしいが、補修すれば元通りに使用できるもので、具体

的には損壊部分が、その住家の延床面積の 10％以上 20％未満のもの又

は住家の主要構造部の被害額が 10％以上 20％未満のものとする。 

一部破損 11～13 

全壊及び半壊にいたらない程度の住家の破損で、補修を必要とする程

度のものとする。ただし、ガラスが数枚破損した程度のごく小さなも

のは除く。（10％未満） 

床上浸水 14～16 
住家の床より上に浸水したもの及び全壊・半壊には該当しないが、土

砂竹木の堆積により一時的に居住することができないものとする。 

床下浸水 17～19 床上浸水にいたらない程度に浸水したものとする。 

罹

災

者 

罹災世帯 20 

災害により被害を受け、通常の生活を維持することができなくなった

生計を一にしている世帯で、全壊、半壊、床上浸水により被害を受け

た世帯をいう。 

罹災人員 21 
罹災世帯の構成員をいう。 
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被害の種類 報告番号 基準 

非

住

家 

非住家   

住家以外の建物でこの報告中他の被害個所項目に属さないものとす

る。これらの施設に人が居住しているときは、当該部分は住家とす

る。 

公共建物 22～26 公用又は公共の用に供する建物 

その他 27～29 
公共建物以外の倉庫、土蔵、車庫等の建物（全壊、半壊したものの

み）をいう。 

文

教 

施

設 

文教施設 30～33 

小、中、高校、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園における教育の

用に供する施設。全壊、半壊は、住家の全壊、半壊に準じるものとす

る。 

農

地 

田畑の流失埋没 34～37 
田の耕土が流失し、又は砂利等の堆積のため、耕作が不能となったも

のとする。畑については、田の例に準じて取り扱うものとする。 

田畑の冠水 34～37 
田については、稲の先端が見えなくなる程度に水につかったものとす

る。畑については、田の例に準じて取り扱うものとする。 

畦畔 38 田及び畑の畦畔をいう。 

一般林地 39 
41 林業用施設、44～50 の土木施設に含まれるもの、87 林産施設以外の

ものとする。 

農林水産施設 40～43 

農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の補

助対象施設（農地、農業用施設、林業用施設、漁港施設、共同利用施

設）とする。 

土木施設 44～50 

公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法による国庫負担の対象となる

施設（河川、海岸、砂防施設、林地荒廃防止施設、地すべり防止施

設、急傾斜地崩壊防止施設、道路、港湾、漁港、下水道）とする。 

衛

生

関

係

施

設 

病院 51 
公衆又は、特定多数人のため医業又は歯科医業をなす場所であって患

者 20 人以上の収容施設を有するもの。 

水道 52 
水道とは、上水道、簡易水道、飲料水供給施設であって公共のものを

いう。 

清掃関係施設 53 
し尿処理施設、ごみ処理施設（焼却、破砕、圧縮等を含む）であって

公共のものをいう。 

商工関係 54 建物以外の商工被害（工業原材料、商品、生産機械器具等をいう） 

交

通

通

信 

がけくずれ 55 崩土等により交通止になった箇所（道路のみ）をいう。 

鉄道不通 56 
汽車、電車等の運行が不能となったもの（異常気象による運休を含

む）をいう。 

船舶被害 57 ろ、かいのみをもって運転する以外の舟をいう。 

通信被害 58 通信不能となった電話回線数をいう。 

公立文教施設 61 公立の文教施設をいう。 

農林水産業施設 62～67 34～38、40～43 に該当するものの被害額をいう。 
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被害の種類 報告番号 基準 

土木施設 68～75 44～50 に該当するものの被害額をいう。 

そ

の

他

公

共

施

設 

病院 76 51 に該当するもののうち公立病院の被害額をいう。 

水道 77 52 に該当するものの被害額をいう。 

清掃施設 78 53 に該当するものの被害額をいう。 

県・市町村 79～81 
文教施設、農林水産業施設、公共土木施設以外の公共施設の被害額を

いう。 

そ

の

他 

農産被害 86 
農林水産業施設以外の農産（ビニールハウス、農作物等）の被害額を

いう。 

林産被害 87 農林水産業施設以外の林産（立木、苗木等）の被害額をいう。 

畜産被害 88 農林水産業施設以外の畜産（家畜、畜舎等）の被害額をいう。 

水産被害 89 農林水産業施設以外の水産（のり、魚介、漁船等）の被害額をいう。 

商工被害 90 54 に該当するものの被害額をいう。 

その他 91 61～90 の各項に該当しないものをいう。 
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Ⅶ－７ 災害弔慰金・災害援護資金等実施基準等 

種類 対象となる災害 支給・貸付対象者及び支給・貸付限度額 

災
害
弔
慰
金 

支給要件 

○１市町村において５以上の世帯の住居

が滅失した災害  

○県内で５以上の世帯の住居が滅失した

市町村が３以上存在する災害  

○県内で自然災害により災害救助法によ

る救助が行われた市町村がある災害  

○災害救助法による救助が行われた市町

村をその区域に含む都道府県が２以上

ある災害 

受給遺族  

○配偶者、子、父母，孫、祖父母   

支給金額  

○生計維持者が死亡した場合 ５００万円  

○その他の者が死亡した場合 ２５０万円   

災
害
障
が
い
見
舞
金 

支給要件 

○１市町村において５以上の世帯の住居

が滅失した災害  

○県内で５以上の世帯の住居が滅失した

市町村が３以上存在する災害  

○県内で自然災害により災害救助法によ

る救助が行われた市町村がある災害  

○災害救助法による救助が行われた市町

村をその区域に含む都道府県が２以上

ある災害 

受給遺族  

○重度の障害（両眼失明、要常時介護、両

上肢ひじ関節以上切断等）を受けた者  

支給金額 

○生計維持者の場合 ２５０万円  

○その他の者の場合 １２５万円 

災
害
援
護
資
金 

災害対象 

○県内で災害救助法が適用された市町村

が１以上ある自然災害  

 

貸付対象 

○対象災害により負傷又は住居、家財に被害を受け

た者 

貸付限度額 

○被災世帯の被害状況により、150 万円以上 350 万

円以内 

貸付条件  

○償還期間   10 年（据置期間３年を含む） 

○年  利   ３％（据置期間中は無利子） 
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Ⅶ－８ 生活福祉資金貸付条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）貸付利子は据置期間経過後、年３％。修学資金及び療養・介護等資金は無利子 

 
 
 
 




